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本研究では、和歌山県内の社会的養護関係施設および障害児入所施設における入所児

童への性教育の意識と課題について、SCAT をもとに整理し、今後の性教育のあり方につ

いて検討を行った。その結果、施設における包括的性教育を推進・拡充していくうえで、

施設体制の課題と職員の課題の二つが明らかになった。これらの課題解決に向けて、施設

全体での性教育の学びを深め、職員間の問題意識の共有や意思統一を図るとともに、施設

としての性教育の指針や体系的な性教育プログラムの策定の必要性を示唆した。 

キーワード ： 入所児童に対する性教育の意識、SCAT、社会的養護、障害児入所施設、和歌山県
 
 

1 問題と目的 

近年、児童養護施設などの社会的養護関係施設や障害児
入所施設（以下、「社会的養護関係施設等」という）におい
ては、被虐待経験のある児童の増加とともに（北住 2018、
こども家庭庁 2024）、性に関する指導・支援を必要とする
児童が増加しており（木全 2010、みずほ情報総研株式会社 
2019）、多様な背景をもつ児童に対する施設内での支援の
あり方が問われている。 
このような状況下、社会的養護関係施設等の入所児童に
対する支援策の一つとして、基本的人権を基軸とする
UNESCO（2018）の「国際セクシュアリティ教育ガイダン
ス」に基づく包括的性教育の推進・拡充が求められている
（徳山 2022、岩田 2023）。しかしながら、社会的養護関
係施設等においては、入所児童に対する性教育の必要性を
強く感じている一方で、実施の困難さも強く感じているこ
とが明らかになっている（三菱 UFJ リサーチ&コ 

 
ンサルティング 2021）。ただし、前述の性教育の必要性や
実施の困難さに関する具体的な内容は、明らかにされてい
ない。今後、社会的養護関係施設等における包括的性教育
を推進・拡充していくうえで、入所児童に対する性教育の
意識と課題を明らかにすることができれば、推進・拡充に
必要な基礎的情報を得ることができると考える。 
そこで本研究では、和歌山県内の社会的養護関係施設等
に対する質問紙法調査からみえてきた入所児童に対する性
教育の意識と課題について整理するとともに、今後の性教
育のあり方について検討することを目的とする。 
 

2 方法 

2.1 調査対象・調査方法 
和歌山県内に設置されている社会的養護関係施設等全

29 施設を対象とした質問紙法調査を実施した。29 施設の
内訳は、乳児院1、児童養護施設8、児童心理治療施設1、
児童自立支援施設1、母子生活支援施設4、自立援助ホーム
7、福祉型障害児入所施設2、医療型障害児入所施設5であ
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ある。負の効果としては、［性被害による心的外傷への侵襲］
や［性に対する負の感情の感受］、［集団での性教育による
誤学習の危険性］が危惧される。くわえて、［不十分な性教
育による弊害］として、［不十分な性教育による性意識の高
まり］により［集団生活にもたらす性的問題行動］や［ウ
ェブサイト上の誤った性情報による誤学習］といった［学
習による不適切な行動形成］に結びつくこともある。なお、
重度障害児に対する性教育に関しては、［重度障害児に対す
る効果の不明瞭さ］を理由に、［重度障害児に対する性教育
の未検討］の状況が続いている。 
 
【理論記述】 
・［児童にもたらす正の効果］は、［正確な性知識の習得］ 
や［性に関する共通概念の習得］、［性の学びによる自己
コントロール力の涵養］、［対人関係形成力の向上］、［援
助希求力の向上］、［ネットリテラシーの向上］である。 
・正の効果により、［性加害や性被害の危険性回避］やイン 
ターネット上の［アダルトサイトの影響による誤学習の
修正］といった［学習による適切な行動形成］へと結び
つく。 
・［自他の性に向き合う機会］のなかで、［自尊感情の涵養］
および［他尊感情の涵養］が図られ、より高次の［プレ
コンセプションケアの学び］や［性と生殖に関する健康
と権利の学び］へと発展する。 
・性教育には、正の効果のみならず［児童にもたらす正と
負の両価的効果］や［児童にもたらす不明瞭な効果］が
ある。 
・児童にもたらす負の効果は、［性被害による心的外傷への
侵襲］や［性に対する負の感情の感受］、［集団での性教
育による誤学習の危険性］である。 
・［不十分な性教育による弊害］は、［不十分な性教育によ
る性意識の高まり］により［集団生活にもたらす性的問
題行動］や［ウェブサイト上の誤った性情報による誤学
習］といった［学習による不適切な行動形成］である。 
・重度障害児への性教育に関しては、［重度障害児に対する
効果の不明瞭さ］により、［重度障害児に対する性教育の
未検討］の状況にある。 

 
3.2 性教育の実施に関して感じていること 
「性教育の実施に関して感じていること」（自由記述）に
関して、SCATによる質的データ分析に用いたマトリクス

を巻末（表2）に記載した。以下に、SCATにより生成さ
れた 23 個のテーマ・構成概念を紡いで作成したストーリ
ー・ライン、およびストーリー・ラインから得られた6個
の理論記述を示す。なお、［  ］内の名詞・名詞句は、<4>
で得られたテーマ・構成概念である。 
 
【ストーリー・ライン】 
性教育の実施に関しては、［施設内での検討不足］や［職
員の研修体制の未構築］、［性教育指導者の不在］により、
［不十分な取り組み］を感じている。その背景には［職員
間の性に関する認識の差異］とともに、［性教育に対する職
員の抵抗感］や［性教育に対する職員の不安感］がある。
また、［児童の性化行動への不安］や［効果の不明瞭さ］に
より、［性被害児童への性教育の要否］や［障害児に対する
性教育の要否］に関する議論も生じている。このため、［職
員の当事者意識の醸成］による［職員間の意思統一］を図
り、［児童との性に関するオープンな対話］や［保護者への
丁寧な説明］といった［性教育を行うための環境整備］を
進めていく必要がある。ただし、［社会的養護独自の性教育
の検討］にあたり、［一施設で取り組む困難さ］があるため、
［施設間の相互交流の機会］をもつことが重要である。く
わえて、［体系化された性教育の有効性］や［人権教育とし
ての意義］の観点から、［科学的な性知識の提供］のための
［体系化された性教育の構築］が急がれる。 
 
【理論記述】 
・施設での性教育は、［施設内での検討不足］や［職員の研
修体制の未構築］、［性教育指導者の不在］のため、［不十
分な取り組み］である。 
・不十分な取り組みの背景には、［職員間の性に関する認識
の差異］や［性教育に対する職員の抵抗感］、［性教育に
対する職員の不安感］がある。 
・［児童の性化行動への不安］や［効果の不明瞭さ］により、
［性被害児童への性教育の要否］や［障害児に対する性
教育の要否］に関する議論がある。 
・［職員の当事者意識の醸成］による［職員間の意思統一］
を図り、［児童との性に関するオープンな対話］や［保護
者への丁寧な説明］といった［性教育を行うための環境
整備］が必要である。 
・［社会的養護独自の性教育の検討］は、［一施設で取り組
む困難さ］があるため、［施設間の相互交流の機会］をも
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った。 
回答については、施設において性教育を担当している職
員、または児童指導を統括している職員に求めた。 
 
2.2 調査実施方法・調査期間 
調査実施方法は、郵送調査法とした。調査協力の依頼文
書、「社会的養護関係施設等における性教育のあり方に関す
るアンケート」と題した質問紙、切手貼付の返送用封筒の
3点を送付した。 
調査期間は、2022年1月7日から2022年1月31日で
あった。回答基準日は2022年1月1日とした。 

 
2.3 質問紙の構成と内容 
質問紙の構成は、①「回答者の属性」、②「施設の体制お
よび入所児童の状況」、③「性教育の実施状況」、④「性教
育の内容」、⑤「性教育に関する考え」の5部構成とした。
なお、性教育を実施していない施設については、指定した
設問番号への回答を求めた。 
 
2.4 分析方法 
本研究では、質問紙の⑤「性教育に関する考え」におい
て、自由記述での回答を求めた「性教育の実施による入所
児童への影響」、「性教育の実施に関して感じていること」、
「施設における性教育のあり方」の3問について、SCAT
（Steps for Coding and Theorization）による質的データ分
析を行った。 

SCATは、言語データをセグメント化（切片化）し、そ
れぞれに<1>データの中の注目すべき語句、<2>それを言
いかえるためのテクスト外の語句、<3>それを説明するよ
うなテクスト外の概念、<4>そこから浮かび上がるテーマ・
構成概念、の順番にコード化していく４ステップコーディ
ングと、 <4>で得られたテーマ・構成概念のすべてを用い
てストーリー・ラインを作成し、それをもとに理論記述を
導く手続きからなる分析手法である（大谷 2011/2019）。
SCATは、分析手続きが明示的・定式的であり、比較的小
規模のデータにも有効とされている（大谷 2011/2019）。 
 
2.5 倫理的配慮 
研究協力の依頼文書に、研究目的と方法、研究協力の任
意性、匿名性の保障、協力により予測されるリスク、デー
タ管理の徹底を明記した。研究協力への同意については、

文書で説明を行い、アンケートの返送をもって同意を得た
ものとした。 
本研究は、和歌山信愛大学研究倫理委員会の承認（2021
年11月11日付け）を得て実施した。 

 
3 結果 

和歌山県内に設置されている社会的養護関係施設等全
29 施設のうち、26 施設から回答を得た（回収率89.7%）。  
施設種別ごとの回答割合では、自立援助ホームが71.4%、
医療型障害児入所施設が80.0%、それ以外の施設種別は全
て 100%であった。このなかで、児童養護施設および児童
心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、福
祉型障害児入所施設では、全ての施設で性教育を実施して
いた。一方、乳児院および回答のあった自立援助ホームと
医療型障害児入所施設では、全ての施設で性教育が未実施
であった。 
 
3.1 性教育の実施による入所児童への影響 
「性教育の実施による入所児童への影響」（自由記述）に
関して、SCATによる質的データ分析に用いたマトリクス
を巻末（表1）に記載した。以下に、SCATにより生成さ
れた 27 個のテーマ・構成概念を紡いで作成したストーリ
ー・ライン、およびストーリー・ラインから得られた7個
の理論記述を示す。なお、［  ］内の名詞・名詞句は、<4>
で得られたテーマ・構成概念である。 
 
【ストーリー・ライン】 
［児童にもたらす正の効果］としては、［正確な性知識の
習得］や［性に関する共通概念の習得］とともに、［性の学
びによる自己コントロール力の涵養］や［対人関係形成力
の向上］、［援助希求力の向上］、［ネットリテラシーの向上］
があげられる。これら正の効果により、［性加害や性被害の
危険性回避］やインターネット上の［アダルトサイトの影
響による誤学習の修正］といった［学習による適切な行動
形成］へと結びついていく。また、［自他の性に向き合う機
会］のなかで、［自尊感情の涵養］および［他尊感情の涵養］
が図られ、より高次の［プレコンセプションケアの学び］
や［性と生殖に関する健康と権利の学び］へと発展してい
く。その一方で、正の効果のみならず、［児童にもたらす正
と負の両価的効果］や［児童にもたらす不明瞭な効果］も
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ある。負の効果としては、［性被害による心的外傷への侵襲］
や［性に対する負の感情の感受］、［集団での性教育による
誤学習の危険性］が危惧される。くわえて、［不十分な性教
育による弊害］として、［不十分な性教育による性意識の高
まり］により［集団生活にもたらす性的問題行動］や［ウ
ェブサイト上の誤った性情報による誤学習］といった［学
習による不適切な行動形成］に結びつくこともある。なお、
重度障害児に対する性教育に関しては、［重度障害児に対す
る効果の不明瞭さ］を理由に、［重度障害児に対する性教育
の未検討］の状況が続いている。 
 
【理論記述】 
・［児童にもたらす正の効果］は、［正確な性知識の習得］ 
や［性に関する共通概念の習得］、［性の学びによる自己
コントロール力の涵養］、［対人関係形成力の向上］、［援
助希求力の向上］、［ネットリテラシーの向上］である。 
・正の効果により、［性加害や性被害の危険性回避］やイン 
ターネット上の［アダルトサイトの影響による誤学習の
修正］といった［学習による適切な行動形成］へと結び
つく。 
・［自他の性に向き合う機会］のなかで、［自尊感情の涵養］
および［他尊感情の涵養］が図られ、より高次の［プレ
コンセプションケアの学び］や［性と生殖に関する健康
と権利の学び］へと発展する。 
・性教育には、正の効果のみならず［児童にもたらす正と
負の両価的効果］や［児童にもたらす不明瞭な効果］が
ある。 
・児童にもたらす負の効果は、［性被害による心的外傷への
侵襲］や［性に対する負の感情の感受］、［集団での性教
育による誤学習の危険性］である。 
・［不十分な性教育による弊害］は、［不十分な性教育によ
る性意識の高まり］により［集団生活にもたらす性的問
題行動］や［ウェブサイト上の誤った性情報による誤学
習］といった［学習による不適切な行動形成］である。 
・重度障害児への性教育に関しては、［重度障害児に対する
効果の不明瞭さ］により、［重度障害児に対する性教育の
未検討］の状況にある。 

 
3.2 性教育の実施に関して感じていること 
「性教育の実施に関して感じていること」（自由記述）に
関して、SCATによる質的データ分析に用いたマトリクス

を巻末（表2）に記載した。以下に、SCATにより生成さ
れた 23 個のテーマ・構成概念を紡いで作成したストーリ
ー・ライン、およびストーリー・ラインから得られた6個
の理論記述を示す。なお、［  ］内の名詞・名詞句は、<4>
で得られたテーマ・構成概念である。 
 
【ストーリー・ライン】 
性教育の実施に関しては、［施設内での検討不足］や［職
員の研修体制の未構築］、［性教育指導者の不在］により、
［不十分な取り組み］を感じている。その背景には［職員
間の性に関する認識の差異］とともに、［性教育に対する職
員の抵抗感］や［性教育に対する職員の不安感］がある。
また、［児童の性化行動への不安］や［効果の不明瞭さ］に
より、［性被害児童への性教育の要否］や［障害児に対する
性教育の要否］に関する議論も生じている。このため、［職
員の当事者意識の醸成］による［職員間の意思統一］を図
り、［児童との性に関するオープンな対話］や［保護者への
丁寧な説明］といった［性教育を行うための環境整備］を
進めていく必要がある。ただし、［社会的養護独自の性教育
の検討］にあたり、［一施設で取り組む困難さ］があるため、
［施設間の相互交流の機会］をもつことが重要である。く
わえて、［体系化された性教育の有効性］や［人権教育とし
ての意義］の観点から、［科学的な性知識の提供］のための
［体系化された性教育の構築］が急がれる。 
 
【理論記述】 
・施設での性教育は、［施設内での検討不足］や［職員の研
修体制の未構築］、［性教育指導者の不在］のため、［不十
分な取り組み］である。 
・不十分な取り組みの背景には、［職員間の性に関する認識
の差異］や［性教育に対する職員の抵抗感］、［性教育に
対する職員の不安感］がある。 
・［児童の性化行動への不安］や［効果の不明瞭さ］により、
［性被害児童への性教育の要否］や［障害児に対する性
教育の要否］に関する議論がある。 
・［職員の当事者意識の醸成］による［職員間の意思統一］
を図り、［児童との性に関するオープンな対話］や［保護
者への丁寧な説明］といった［性教育を行うための環境
整備］が必要である。 
・［社会的養護独自の性教育の検討］は、［一施設で取り組
む困難さ］があるため、［施設間の相互交流の機会］をも
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った。 
回答については、施設において性教育を担当している職
員、または児童指導を統括している職員に求めた。 
 
2.2 調査実施方法・調査期間 
調査実施方法は、郵送調査法とした。調査協力の依頼文
書、「社会的養護関係施設等における性教育のあり方に関す
るアンケート」と題した質問紙、切手貼付の返送用封筒の
3点を送付した。 
調査期間は、2022年1月7日から2022年1月31日で
あった。回答基準日は2022年1月1日とした。 

 
2.3 質問紙の構成と内容 
質問紙の構成は、①「回答者の属性」、②「施設の体制お
よび入所児童の状況」、③「性教育の実施状況」、④「性教
育の内容」、⑤「性教育に関する考え」の5部構成とした。
なお、性教育を実施していない施設については、指定した
設問番号への回答を求めた。 
 
2.4 分析方法 
本研究では、質問紙の⑤「性教育に関する考え」におい
て、自由記述での回答を求めた「性教育の実施による入所
児童への影響」、「性教育の実施に関して感じていること」、
「施設における性教育のあり方」の3問について、SCAT
（Steps for Coding and Theorization）による質的データ分
析を行った。 

SCATは、言語データをセグメント化（切片化）し、そ
れぞれに<1>データの中の注目すべき語句、<2>それを言
いかえるためのテクスト外の語句、<3>それを説明するよ
うなテクスト外の概念、<4>そこから浮かび上がるテーマ・
構成概念、の順番にコード化していく４ステップコーディ
ングと、 <4>で得られたテーマ・構成概念のすべてを用い
てストーリー・ラインを作成し、それをもとに理論記述を
導く手続きからなる分析手法である（大谷 2011/2019）。
SCATは、分析手続きが明示的・定式的であり、比較的小
規模のデータにも有効とされている（大谷 2011/2019）。 
 
2.5 倫理的配慮 
研究協力の依頼文書に、研究目的と方法、研究協力の任
意性、匿名性の保障、協力により予測されるリスク、デー
タ管理の徹底を明記した。研究協力への同意については、

文書で説明を行い、アンケートの返送をもって同意を得た
ものとした。 
本研究は、和歌山信愛大学研究倫理委員会の承認（2021
年11月11日付け）を得て実施した。 

 
3 結果 

和歌山県内に設置されている社会的養護関係施設等全
29 施設のうち、26 施設から回答を得た（回収率89.7%）。  
施設種別ごとの回答割合では、自立援助ホームが71.4%、
医療型障害児入所施設が80.0%、それ以外の施設種別は全
て 100%であった。このなかで、児童養護施設および児童
心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、福
祉型障害児入所施設では、全ての施設で性教育を実施して
いた。一方、乳児院および回答のあった自立援助ホームと
医療型障害児入所施設では、全ての施設で性教育が未実施
であった。 
 
3.1 性教育の実施による入所児童への影響 
「性教育の実施による入所児童への影響」（自由記述）に
関して、SCATによる質的データ分析に用いたマトリクス
を巻末（表1）に記載した。以下に、SCATにより生成さ
れた 27 個のテーマ・構成概念を紡いで作成したストーリ
ー・ライン、およびストーリー・ラインから得られた7個
の理論記述を示す。なお、［  ］内の名詞・名詞句は、<4>
で得られたテーマ・構成概念である。 
 
【ストーリー・ライン】 
［児童にもたらす正の効果］としては、［正確な性知識の
習得］や［性に関する共通概念の習得］とともに、［性の学
びによる自己コントロール力の涵養］や［対人関係形成力
の向上］、［援助希求力の向上］、［ネットリテラシーの向上］
があげられる。これら正の効果により、［性加害や性被害の
危険性回避］やインターネット上の［アダルトサイトの影
響による誤学習の修正］といった［学習による適切な行動
形成］へと結びついていく。また、［自他の性に向き合う機
会］のなかで、［自尊感情の涵養］および［他尊感情の涵養］
が図られ、より高次の［プレコンセプションケアの学び］
や［性と生殖に関する健康と権利の学び］へと発展してい
く。その一方で、正の効果のみならず、［児童にもたらす正
と負の両価的効果］や［児童にもたらす不明瞭な効果］も
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ると推察する。 
これらの課題を解決するためには、職員の研修会への参
加や先進施設の視察など、施設全体での学びを進め、職員
一人ひとりが正確な性知識を習得するとともに、職員間の
問題意識の共有や当事者意識の醸成、意思統一を図ること
が重要といえる。また、日常生活における児童の行動観察
や包括的なアセスメント、性教育実施後の評価、児童の意
見・ニーズの把握を行い、児童の特性に配慮した実施方法
の検討を行うことが必要である。あわせて、性教育委員会
の設置・活性化や性教育指導者の育成を図り、施設として
の性教育の指針や体系的な性教育プログラムを策定するこ
とが求められる。 
このことについて、児童養護施設や児童心理治療施設、
児童自立支援施設、母子生活支援施設、障害児入所施設の
各運営指針においても、職員に対する性教育の学習会を実
施するとともに、性教育のあり方の検討を進め、施設の特
性に応じた性教育の実施の必要性を指摘している（厚生労
働省 2012abcd/2021）。また、乳児院運営指針においても、
乳幼児の人格の形成に資する支援の必要性を指摘している
（厚生労働省 2012e）。さらに、自立援助ホーム運営指針に
おいても、社会人として自立していく児童に対する基本的
な性教育の必要性を明示している（厚生労働省 2015）。 
しかしながら、施設職員は性教育の専門家ではないため、
施設および入所児童の特性に応じた性教育の実施に関して、
一つの施設のみで取り組むには限界がある。このため、他
の施設や他の施設種別との合同研修会や合同研究会の実施、
外部の専門機関や専門職との連携・協働、性教育に関する
調査研究が必要といえる。 
くわえて、社会的養護関係施設等の性教育に関する大き
な課題として、医療型障害児入所施設における重度障害児
に対する性教育があげられる。障害児入所施設運営指針で
は、医療型障害児入所施設に対し「場所や状況に応じた適
切なふるまいを身に付けるという社会的スキル獲得の観点、
および正しい性の知識を身に付け、退所後も含め自分らし
い生活を送れるようにする観点から、日常生活の中、ある
いは一定の機会を設けて性教育の実施に努めることが必要
である」（厚生労働省 2021）と指摘している。しかしなが
ら、今回の調査では、回答のあったすべての医療型障害児
入所施設において、性教育が未実施であることが明らかに
なった。また、重度障害児に対する性教育に関して、「重度
障害児に対する効果の不明瞭さ」と「重度障害児に対する

性教育の未検討」が生成された。飯田（2024）も、重症心
身障害児者の性は議論しづらい問題であり、障害福祉の専
門職は重症心身障害児者の性の問題を日常生活の外に置い
てきたと指摘している。 

2014 年に日本が批准した国連障害者の権利に関する条
約の第23条1項（b）（c）では、「（b）障害者が子の数及
び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する権利を認
められ、また、障害者が生殖及び家族計画について年齢に
適した情報及び教育を享受する権利を認められること。さ
らに、障害者がこれらの権利を行使することを可能とする
ために必要な手段を提供されること。（c）障害者（児童を
含む。）が、他の者との平等を基礎として生殖能力を保持す
ること」、また、第24条1項（a）では、「（a）人間の潜在
能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発
達させ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重
を強化すること」と明記されている。さらに、2022 年には、
国連障害者権利委員会から日本政府に対して、全ての障害
者に対する質の高い、年齢に応じた性と生殖に関する保健
サービスおよび包括的性教育の実現についての改善勧告が
なされている（United Nations 2022）。 
 近年、教育分野では特別支援学校高等部を中心に、性教
育実践が広がりつつある（鶴岡 2024など）。また、今回の
調査では、すべての福祉型障害児入所施設において性教育
が実施されていた。その一方で、重度障害児に対する性教
育の実践や研究は進んでおらず、性を学ぶ権利や性的人権
が保障されているとは言い難いのが実情である。そのため、
特別支援学校や福祉型障害児入所施設の実践などを参考に、
医療型障害児入所施設においても、施設や入所児童の特性
に応じた性教育のあり方について調査研究や検討が必要と
考える。 
重度障害児に対する性教育は一人ひとりの障害や発達段
階、状態に応じて、より個別的なものになると考える。重
度障害児に対する性教育のあり方を検討し、実践につなげ
ていくことは、重度障害児に対してのみならず、施設や職
員にとっても大きな意義があると考える。すなわち、施設
や職員が重度障害児一人ひとりの性や性的人権をいかに保
障するか、そのためにはどのような方法があるか、何を学
ぶ必要があるかなどを施設全体で考え、取り組み、試行錯
誤を重ねていくことで、職員一人ひとりの支援技術の向上
や意識変革へとつながるものと考える。 
 

５ 結論 
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つことが重要である。 
・［体系化された性教育の有効性］や［人権教育としての意
義］の観点から、［科学的な性知識の提供］のための［体
系化された性教育の構築］が必要である。 

 
3.3 施設における性教育のあり方 
「施設における性教育のあり方」（自由記述）に関して、

SCAT による質的データ分析に用いたマトリクスを巻末
（表3）に記載した。以下に、SCATにより生成された19
個のテーマ・構成概念を紡いで作成したストーリー・ライ
ン、およびストーリー・ラインから得られた6個の理論記
述を示す。なお、［  ］内の名詞・名詞句は、<4>で得ら
れたテーマ・構成概念である。 
 
【ストーリー・ライン】 
［社会的養護の特性に応じた性教育］の実施は、［社会的
養護を担う施設としての責務］であり、［誰一人取り残さな
い性教育］の実現に向けて［施設外専門機関・専門職員と
の連携・協働］や［学校との連携・協働］を強化し、［施設
全体での取り組み］を促進していくことが重要となる。そ
のためにも、［施設全体での学び］や［性教育先進施設から
の学び］のなかで、［職員の正確な性知識の習得］や［性教
育指導者の育成］、［異年齢構成による性教育委員会の活性
化］を図り、［施設全体で取り組むための性教育指針の策定］
および［児童へのバウンダリー教育］を含めた［継続的・
体系的な性教育の構築］が必要不可欠である。あわせて、
［日常生活への汎化］状況などの［性教育実施後の評価］
および［児童の意見やニーズの把握］を進め、［重度障害児
に対する性教育の未検討］の課題とともに［児童の特性に
配慮した実施方法の検討］を行っていく必要がある。 
 
【理論記述】 
・［社会的養護の特性に応じた性教育］の実施は、［社会的
養護を担う施設としての責務］である。 
・［誰一人取り残さない性教育］の実現に向けて、［施設外
専門機関・専門職員との連携・協働］や［学校との連携・
協働］を強化し、［施設全体での取り組み］を促進してい
く。 
・［施設全体での学び］や［性教育先進施設からの学び］の
なかで、［職員の正確な性知識の習得］や［性教育指導者
の育成］、［異年齢構成による性教育委員会の活性化］が

必要である。 
・［施設全体で取り組むための性教育指針の策定］および
［児童へのバウンダリー教育］を含めた［継続的・体系
的な性教育の構築］が必要である。 
・［日常生活への汎化］状況などの［性教育実施後の評価］
および［児童の意見やニーズの把握］を進め、［児童の特
性に配慮した実施方法の検討］を行っていく。 
・［重度障害児に対する性教育の未検討］の課題は、解決す
る必要がある。 

 
４ 考察 

 
 本章では、SCATにより得られた理論記述をもとに、社
会的養護関係施設等における入所児童への性教育の意識と
課題について整理する。 
性教育の実施による入所児童への影響について感じてい
ることとして、正の影響と負の影響の両方が認められた。
正の影響としては、正確な性知識や性に関する共通概念の
習得、自己コントロール力や対人関係形成力、援助希求力、
ネットリテラシーの向上といった正の効果、および性加害
や性被害の危険性の回避、アダルトサイト（性的な内容の
画像や動画を提供する成人向けウェブサイト）の影響によ
る誤学習の修正といった適切な行動形成、さらにプレコン
セプションケアや性と生殖に関する健康と権利の学びへの
発展性を感じていた。その一方で、負の影響としては、性
被害児童の心的外傷への侵襲や性に対する否定的な感情の
感受、集団での性教育による誤学習の危険性といった負の
効果、および不十分な性教育による集団生活にもたらす性
的問題行動やウェブサイト上の誤った性情報による誤学習
といった不適切な行動形成を感じていた。 
このような負の影響を感じている要因として、施設体制
に関する課題と職員に関する課題の二つが考えられる。施
設体制に関する課題としては、施設内での検討不足や性教
育に関する研修体制の未構築、性教育指導者の不在、体系
化された性教育の未構築があげられる。一方、職員に対す
る課題としては、職員の性知識の不足や職員間の性に関す
る認識の差異、性教育実施への抵抗感・不安感があげられ
る。これらの要因により、入所児童への不十分な性教育・
不十分な取り組みが行われ、効果の不明瞭さや児童の性化
行動・性的問題行動の発生、あるいは発生への不安につな
がっていると考える。また、これらのことが発展し、性被
害児や障害児に対する性教育の要否の問題に結びついてい
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ると推察する。 
これらの課題を解決するためには、職員の研修会への参
加や先進施設の視察など、施設全体での学びを進め、職員
一人ひとりが正確な性知識を習得するとともに、職員間の
問題意識の共有や当事者意識の醸成、意思統一を図ること
が重要といえる。また、日常生活における児童の行動観察
や包括的なアセスメント、性教育実施後の評価、児童の意
見・ニーズの把握を行い、児童の特性に配慮した実施方法
の検討を行うことが必要である。あわせて、性教育委員会
の設置・活性化や性教育指導者の育成を図り、施設として
の性教育の指針や体系的な性教育プログラムを策定するこ
とが求められる。 
このことについて、児童養護施設や児童心理治療施設、
児童自立支援施設、母子生活支援施設、障害児入所施設の
各運営指針においても、職員に対する性教育の学習会を実
施するとともに、性教育のあり方の検討を進め、施設の特
性に応じた性教育の実施の必要性を指摘している（厚生労
働省 2012abcd/2021）。また、乳児院運営指針においても、
乳幼児の人格の形成に資する支援の必要性を指摘している
（厚生労働省 2012e）。さらに、自立援助ホーム運営指針に
おいても、社会人として自立していく児童に対する基本的
な性教育の必要性を明示している（厚生労働省 2015）。 
しかしながら、施設職員は性教育の専門家ではないため、
施設および入所児童の特性に応じた性教育の実施に関して、
一つの施設のみで取り組むには限界がある。このため、他
の施設や他の施設種別との合同研修会や合同研究会の実施、
外部の専門機関や専門職との連携・協働、性教育に関する
調査研究が必要といえる。 
くわえて、社会的養護関係施設等の性教育に関する大き
な課題として、医療型障害児入所施設における重度障害児
に対する性教育があげられる。障害児入所施設運営指針で
は、医療型障害児入所施設に対し「場所や状況に応じた適
切なふるまいを身に付けるという社会的スキル獲得の観点、
および正しい性の知識を身に付け、退所後も含め自分らし
い生活を送れるようにする観点から、日常生活の中、ある
いは一定の機会を設けて性教育の実施に努めることが必要
である」（厚生労働省 2021）と指摘している。しかしなが
ら、今回の調査では、回答のあったすべての医療型障害児
入所施設において、性教育が未実施であることが明らかに
なった。また、重度障害児に対する性教育に関して、「重度
障害児に対する効果の不明瞭さ」と「重度障害児に対する

性教育の未検討」が生成された。飯田（2024）も、重症心
身障害児者の性は議論しづらい問題であり、障害福祉の専
門職は重症心身障害児者の性の問題を日常生活の外に置い
てきたと指摘している。 

2014 年に日本が批准した国連障害者の権利に関する条
約の第23条1項（b）（c）では、「（b）障害者が子の数及
び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する権利を認
められ、また、障害者が生殖及び家族計画について年齢に
適した情報及び教育を享受する権利を認められること。さ
らに、障害者がこれらの権利を行使することを可能とする
ために必要な手段を提供されること。（c）障害者（児童を
含む。）が、他の者との平等を基礎として生殖能力を保持す
ること」、また、第24条1項（a）では、「（a）人間の潜在
能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発
達させ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重
を強化すること」と明記されている。さらに、2022 年には、
国連障害者権利委員会から日本政府に対して、全ての障害
者に対する質の高い、年齢に応じた性と生殖に関する保健
サービスおよび包括的性教育の実現についての改善勧告が
なされている（United Nations 2022）。 
 近年、教育分野では特別支援学校高等部を中心に、性教
育実践が広がりつつある（鶴岡 2024など）。また、今回の
調査では、すべての福祉型障害児入所施設において性教育
が実施されていた。その一方で、重度障害児に対する性教
育の実践や研究は進んでおらず、性を学ぶ権利や性的人権
が保障されているとは言い難いのが実情である。そのため、
特別支援学校や福祉型障害児入所施設の実践などを参考に、
医療型障害児入所施設においても、施設や入所児童の特性
に応じた性教育のあり方について調査研究や検討が必要と
考える。 
重度障害児に対する性教育は一人ひとりの障害や発達段
階、状態に応じて、より個別的なものになると考える。重
度障害児に対する性教育のあり方を検討し、実践につなげ
ていくことは、重度障害児に対してのみならず、施設や職
員にとっても大きな意義があると考える。すなわち、施設
や職員が重度障害児一人ひとりの性や性的人権をいかに保
障するか、そのためにはどのような方法があるか、何を学
ぶ必要があるかなどを施設全体で考え、取り組み、試行錯
誤を重ねていくことで、職員一人ひとりの支援技術の向上
や意識変革へとつながるものと考える。 
 

５ 結論 

 

 4 

つことが重要である。 
・［体系化された性教育の有効性］や［人権教育としての意
義］の観点から、［科学的な性知識の提供］のための［体
系化された性教育の構築］が必要である。 

 
3.3 施設における性教育のあり方 
「施設における性教育のあり方」（自由記述）に関して、

SCAT による質的データ分析に用いたマトリクスを巻末
（表3）に記載した。以下に、SCATにより生成された19
個のテーマ・構成概念を紡いで作成したストーリー・ライ
ン、およびストーリー・ラインから得られた6個の理論記
述を示す。なお、［  ］内の名詞・名詞句は、<4>で得ら
れたテーマ・構成概念である。 
 
【ストーリー・ライン】 
［社会的養護の特性に応じた性教育］の実施は、［社会的
養護を担う施設としての責務］であり、［誰一人取り残さな
い性教育］の実現に向けて［施設外専門機関・専門職員と
の連携・協働］や［学校との連携・協働］を強化し、［施設
全体での取り組み］を促進していくことが重要となる。そ
のためにも、［施設全体での学び］や［性教育先進施設から
の学び］のなかで、［職員の正確な性知識の習得］や［性教
育指導者の育成］、［異年齢構成による性教育委員会の活性
化］を図り、［施設全体で取り組むための性教育指針の策定］
および［児童へのバウンダリー教育］を含めた［継続的・
体系的な性教育の構築］が必要不可欠である。あわせて、
［日常生活への汎化］状況などの［性教育実施後の評価］
および［児童の意見やニーズの把握］を進め、［重度障害児
に対する性教育の未検討］の課題とともに［児童の特性に
配慮した実施方法の検討］を行っていく必要がある。 
 
【理論記述】 
・［社会的養護の特性に応じた性教育］の実施は、［社会的
養護を担う施設としての責務］である。 
・［誰一人取り残さない性教育］の実現に向けて、［施設外
専門機関・専門職員との連携・協働］や［学校との連携・
協働］を強化し、［施設全体での取り組み］を促進してい
く。 
・［施設全体での学び］や［性教育先進施設からの学び］の
なかで、［職員の正確な性知識の習得］や［性教育指導者
の育成］、［異年齢構成による性教育委員会の活性化］が

必要である。 
・［施設全体で取り組むための性教育指針の策定］および
［児童へのバウンダリー教育］を含めた［継続的・体系
的な性教育の構築］が必要である。 
・［日常生活への汎化］状況などの［性教育実施後の評価］
および［児童の意見やニーズの把握］を進め、［児童の特
性に配慮した実施方法の検討］を行っていく。 
・［重度障害児に対する性教育の未検討］の課題は、解決す
る必要がある。 

 
４ 考察 

 
 本章では、SCATにより得られた理論記述をもとに、社
会的養護関係施設等における入所児童への性教育の意識と
課題について整理する。 
性教育の実施による入所児童への影響について感じてい
ることとして、正の影響と負の影響の両方が認められた。
正の影響としては、正確な性知識や性に関する共通概念の
習得、自己コントロール力や対人関係形成力、援助希求力、
ネットリテラシーの向上といった正の効果、および性加害
や性被害の危険性の回避、アダルトサイト（性的な内容の
画像や動画を提供する成人向けウェブサイト）の影響によ
る誤学習の修正といった適切な行動形成、さらにプレコン
セプションケアや性と生殖に関する健康と権利の学びへの
発展性を感じていた。その一方で、負の影響としては、性
被害児童の心的外傷への侵襲や性に対する否定的な感情の
感受、集団での性教育による誤学習の危険性といった負の
効果、および不十分な性教育による集団生活にもたらす性
的問題行動やウェブサイト上の誤った性情報による誤学習
といった不適切な行動形成を感じていた。 
このような負の影響を感じている要因として、施設体制
に関する課題と職員に関する課題の二つが考えられる。施
設体制に関する課題としては、施設内での検討不足や性教
育に関する研修体制の未構築、性教育指導者の不在、体系
化された性教育の未構築があげられる。一方、職員に対す
る課題としては、職員の性知識の不足や職員間の性に関す
る認識の差異、性教育実施への抵抗感・不安感があげられ
る。これらの要因により、入所児童への不十分な性教育・
不十分な取り組みが行われ、効果の不明瞭さや児童の性化
行動・性的問題行動の発生、あるいは発生への不安につな
がっていると考える。また、これらのことが発展し、性被
害児や障害児に対する性教育の要否の問題に結びついてい
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本研究では、和歌山県の社会的養護関係施設等における
入所児童への性教育の意識と課題について、SCATによる
質的データ分析をもとに整理するとともに、今後の性教育
のあり方について検討を行った。 
その結果、性教育の実施による入所児童への影響につい
て感じていることとして、正の影響と負の影響の両方が認
められた。また、負の影響を感じている要因として、施設
体制に関する課題と職員に関する課題の二つが認められた。
くわえて、医療型障害児入所施設における重度障害児に対
する性教育が、未検討の状況にあることが明らかになった。 
これらの課題解決に向けて、施設全体での性教育の学び
を深め、職員間の問題意識の共有や意思統一を図るととも
に、施設としての性教育の指針や体系的な性教育プログラ
ムの策定が必要と考える。ただし、一つの施設のみで取り
組むには困難さもともなうため、他の施設や他の施設種別
との合同研修会や合同研究会の実施、外部の専門機関や専
門職との連携・協働を進めていく必要がある。また、重度
障害児に対する性教育についても、重度障害児一人ひとり
の性や性的人権の保障を目指して、施設全体で取り組むと
ともに、職員一人ひとりの意識変革が必要と考える。 
性に関する指導・支援の必要な児童に限らず、さまざま
な逆境体験や障害のある児童、幅広い年齢の児童などが集
団生活を送る社会的養護関係施設等において、それぞれの
施設の特性に応じた包括的性教育の構築、およびすべての
入所児童への包括的性教育の実施は、社会的養護を担う施
設としての責務といえる。 
本研究によって、和歌山県の社会的養護関係施設等にお
ける入所児童に対する包括的性教育の推進・拡充に向けた
基礎的資料を得ることができたと考える。しかしながら、
調査対象を和歌山県内の設置施設に限定したため、必ずし
も社会的養護関係施設等全体の状況を反映しているわけで
はない。また、それぞれの施設種別によって、入所児童に
対する性教育の意識と課題に差異があるとも考えられる。
これらの点については、今後の研究課題としたい。 
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本研究では、和歌山県の社会的養護関係施設等における
入所児童への性教育の意識と課題について、SCATによる
質的データ分析をもとに整理するとともに、今後の性教育
のあり方について検討を行った。 
その結果、性教育の実施による入所児童への影響につい
て感じていることとして、正の影響と負の影響の両方が認
められた。また、負の影響を感じている要因として、施設
体制に関する課題と職員に関する課題の二つが認められた。
くわえて、医療型障害児入所施設における重度障害児に対
する性教育が、未検討の状況にあることが明らかになった。 
これらの課題解決に向けて、施設全体での性教育の学び
を深め、職員間の問題意識の共有や意思統一を図るととも
に、施設としての性教育の指針や体系的な性教育プログラ
ムの策定が必要と考える。ただし、一つの施設のみで取り
組むには困難さもともなうため、他の施設や他の施設種別
との合同研修会や合同研究会の実施、外部の専門機関や専
門職との連携・協働を進めていく必要がある。また、重度
障害児に対する性教育についても、重度障害児一人ひとり
の性や性的人権の保障を目指して、施設全体で取り組むと
ともに、職員一人ひとりの意識変革が必要と考える。 
性に関する指導・支援の必要な児童に限らず、さまざま
な逆境体験や障害のある児童、幅広い年齢の児童などが集
団生活を送る社会的養護関係施設等において、それぞれの
施設の特性に応じた包括的性教育の構築、およびすべての
入所児童への包括的性教育の実施は、社会的養護を担う施
設としての責務といえる。 
本研究によって、和歌山県の社会的養護関係施設等にお
ける入所児童に対する包括的性教育の推進・拡充に向けた
基礎的資料を得ることができたと考える。しかしながら、
調査対象を和歌山県内の設置施設に限定したため、必ずし
も社会的養護関係施設等全体の状況を反映しているわけで
はない。また、それぞれの施設種別によって、入所児童に
対する性教育の意識と課題に差異があるとも考えられる。
これらの点については、今後の研究課題としたい。 
 

謝辞 

本研究を行うにあたり、和歌山県内の多くの社会的養護
関係施設および障害児入所施設から御理解と御協力を賜り
ました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。 
 

参考文献 

飯田一史（2024） 「施設入所している重症心身障害者の 
   性の実態と支援：看護師の立場より」 『思春期学』

VOL.42 NO.1 pp.50-52 
岩田智和（2023） 「社会的養護が必要な子どもへの性教

育 －包括的性教育による「子どもの最善の利益」
の保障を目指して－」 『思春期学』 VOL.41 N
O.3 pp.332-337 

大谷尚 (2011） 「SCAT：Steps for Coding and Theorization 
－明示的手続きで着手しやすく小規模データに適用 
可能な質的データ分析手法－」 『感性工学』 10 
巻 3号 pp.155-160 

大谷尚 (2019） 『質的研究の考え方 研究方法論からS
CATによる分析まで』 名古屋大学出版会 

北住映二（2018） 「厚生労働科学研究費補助金 厚生労働
科学研究事業 障害児入所支援の質の向上を検証す
るための研究  平成29年度 総括・分担研究報告書」 

木全和巳（2010） 『児童福祉施設で生活する＜しょうが
い＞のある子どもたちと＜性＞教育支援実践の課題』
福村出版 

厚生労働省（2012a） 「児童養護施設運営指針」 
厚生労働省（2012b） 「情緒障害児短期治療施設運営指

針」   
厚生労働省（2012c） 「児童自立支援施設運営指針」 
厚生労働省（2012d） 「母子生活支援施設運営指針」 
厚生労働省（2012e） 「乳児院運営指針」 
厚生労働省（2015） 「自立援助ホーム運営指針」 
厚生労働省（2021） 「障害児入所施設運営指針」 
こども家庭庁（2024） 「児童養護施設入所児童等調査の

概要（令和5年2月1日現在）」  
鶴岡尚子（2024） 「軽度知的障害・発達障害のある特別

支援学校高等部生徒における性の個別学習の体験 
－学習者の語りを通して－」 『学校保健研究』 
第66巻 第3号 pp.163-175 

徳山美知代（2022） 「社会的養護における包括的性教育 
－児童養護施設を中心に」 『こころの科学』  223
号 pp.49-54 日本評論社 

みずほ情報総研株式会社（2019） 「平成30年度厚生労 
働省委託事業 児童養護施設等において子ども間で

7



わかやま子ども学総合研究センタージャーナル　No.6,  PP.1-10  2025  

 9 

 

 

番号 テクスト ＜１＞テクスト中の注目すべき語句 ＜２＞テクスト中の語句の言いかえ ＜３＞左を説明するようなテクスト外の概念 ＜４＞テーマ・構成概念

1
遊びなのか、性問題になるのか、人によって捉え方が違ってくる
ところもあり、判断が難しく感じる。

人によって捉え方が違ってくるところ 職員個々の考え方 職員側の性に関する多様な認知（背景） 職員間の性に関する認識の差異

2

性教育を実施しても、すぐに問題が解決することはないと思う
が、支援者側も問題を身近に感じることができると思う。入所児
童の多くは、大人の性的な場面を目撃していることがあるので、
性教育は必要である。また「性」について、考えて伝えていく性
教育も効果があると思う。

支援者側も問題を身近に感じる／考えて伝え
ていく性教育も効果がある

職員側の問題意識の芽生え／十分な内容検討
による学習効力

問題の親近性（変化）／体系的な学習プログ
ラムのプラスの作用（結果）

職員の当事者意識の醸成／体系化された性教
育の有効性

3

各年齢に応じた性教育を相談し実施していますが、どこまでを伝
えるのか悩む時もあります。正しい知識を知ることで子どもが自
分や他人を大切にすることができるように成長してほしいと思い
ます。

各年齢に応じた性教育を相談し実施／どこま
でを伝えるのか悩む

児童個々の理解度と性教育内容とのバランス
の困難さ

発達段階に応じた性教育プログラムの必要性
（背景）

体系化された性教育の構築

4
性教育の重要性は認識しているが、準備から実施までの時間的な
余裕がなく、十分な内容となっていないと感じる。

重要性は認識／時間的な余裕がなく／十分な
内容となっていない

実施の必要性／時間不足／内容不足 不十分と認識しつつの実践（背景）／検討時
間の不足（背景）

不十分な取り組み

5

小学生に集団で性教育をしているが、この子ども達が幼児の頃か
ら始まったので、生活の中で「習ったやろ～」とか「人前で言っ
たらあかんのやで」等、他児に教えてあげる姿も見られ、一定の
効果があったと思います。

子ども達が幼児の頃から始まった／一定の効
果

幼少期からの継続的教育の意義 体系的な性教育のプラスの作用（結果） 体系化された性教育の有効性

6
今後は発達につまづきのある子どもにどうやったら理解できるの
か、職員も学んでいかなければと考えています。

発達につまづきのある子ども／職員も学んで
いかなければ

配慮が必要な児童への教育方法の習得 ケアニーズの高い児童に対する性教育の検討
（特性）

社会的養護独自の性教育の検討

7
他施設と性教育での交流をして、意見交換できたらと思います。
施設での取り組みや、問題が起こった時の対応など。

他施設と性教育での交流／意見交換 他機関との連携／情報収集 外部機関との実践と課題の共有（次元） 施設間の相互交流の機会

8

今まで性教育を行ってきて、子ども達もある程度の知識はあると
思うが、早期に妊娠のケースは生育歴や愛着、家庭環境が影響し
ている部分が多い。この部分に関するアプローチが大切だと感じ
る。

生育歴や愛着、家庭環境が影響／この部分に
関するアプローチが大切

多様な環境因／環境因への介入の重要性 社会的養護の特性に応じた支援（特性） 社会的養護独自の性教育の検討

9
性教育を繰り返し行っていく必要性は十分感じているが、施設職
員が行う性教育を子ども達がどのように捉えているか、過剰に反
応したり、イタズラに使用されることもあり、困難さを感じる。

性教育を繰り返し行っていく必要性／子ども
達がどのように捉えているか／困難さ

継続的教育の意義／児童の認識のあり方／児
童の反応への不安

性教育の積み重ねの有益性（次元）／性教育
実施への自信の欠如（原因）

体系化された性教育の構築／性教育に対する
職員の不安感

10
性教育で、何を、どの程度まで教えるかについて基準がないた
め、実施にあたり難しさを感じている。例えば、性交について保
健体育の授業等では扱っていないと思われるが、教えるべきか。

基準がないため、実施にあたり難しさ／性交
について保健体育の授業等では扱っていない

マニュアル未作成による実施の困難さ／踏み
込んだ性教育内容の検討

施設としての方向性の欠如（原因）／施設独
自の性教育の必要性（特性）

施設内での検討不足／社会的養護独自の性教
育の検討

11

職員間でも、個々の価値観によって意見が分かれるため、統一的
な見解が作れない。また、性教育で伝えるべき内容が多岐に及ん
でいるため、性教育を受ける側の児童も、実施側の職員にも負担
は大きい。

個々の価値観によって意見が分かれる／統一
的な見解が作れない／伝えるべき内容が多岐
／受ける側の児童も、実施側の職員にも負担

職員による考えの違い／職員間の共通認識の
困難さ／多様な内容／受講者と実施者の負担
感

支援者側の性に関する多様な認知（背景）／
支援者個々の多様な考え方（背景）／無計画
な実践（原因）

職員間の性に関する認識の差異／職員間の意
思統一／施設内での検討不足

12
性加害のある児童に個別性教育を実施した際、何をもって性教育
が完了したとみなすか、集団生活内では、再発のリスクが考え得
るため、判断に迷う。

何をもって性教育が完了したとみなすか／集
団生活／再発のリスク

終了の不明確さ／児童福祉施設／再燃のきっ
かけ

性教育プログラムの必要性（背景）／施設内
での性的問題行動の引き金（影響）

体系化された性教育の構築／児童の性化行動
への不安

13
踏み込んだ内容の性教育を実施する際は、事前に保護者の同意を
得ておくべきかといった懸念もある。

踏み込んだ内容の性教育／保護者の同意を得
ておくべきかといった懸念

入所児童にとっての必要な学習／家族への説
明の有無

必要度の高い教育内容（特性）／養育者の反
発のリスク（背景）

社会的養護独自の性教育の検討／保護者への
丁寧な説明

14
性教育を指導できる職員がいない。性教育プログラムがない。性
教育プログラムをたて、年間計画により継続的に実施することが
必要。

指導できる職員がいない／性教育プログラム
がない／継続的に実施することが必要

専門家の不足／無計画な実践／積み重ねの有
効性

指導者の不在（背景）／計画的・持続的な性
教育の必要性（背景）／持続的実践の意義
（次元）

性教育指導者の不在／体系化された性教育の
構築

15
自分自身が学生時代にセクシュアリティについて学んでいたとい
うことを児童に伝えることにより、性についての事柄が「恥ずか
しい」「秘め事」のようにしないようにしている。

「恥ずかしい」「秘め事」のようにしない 性についての自然なやりとり 性に関する自由な会話の機会（条件） 児童との性に関するオープンな対話

16

児童が困っていたり、気になることについて正しく、タイムリー
に伝えられるように自己研鑽に努めている。職員側も正しい性知
識を習得する必要がある。職員が性教育の研修を受け、専門的技
術を習得する必要がある。

正しく、タイムリーに伝えられるように／自
己研鑽／職員側も正しい性知識を習得する必
要／研修を受け、専門的技術を習得する必要

的確かつ適時的な教示／施設における学習機
会の少なさ／専門家の不足

正確な性知識の伝達（条件）／支援者側の知
識不足（背景）／性教育に関するリーダーの
不在（背景）

科学的な性知識の提供／職員の研修体制の未
構築／性教育指導者の不在

17
児童と生活を共にしているため、いざ性教育を行うとなると距離
が近く難しい。適切な時、場所、人を用意して実施した方が効果
的と感じる。

児童と生活を共にしている／距離が近く難し
い／適切な時、場所、人を用意して実施した
方が効果的

入所施設／家庭的雰囲気／性教育を行うため
の基盤作り

社会的養護関係施設（特性）／実施環境の整
備の意義（条件）

性教育を行うための環境整備

18
性教育を実施することは、自分自身や相手のことを大切にする上
で重要なことだと思います。間違った情報だけで大人になってし
まうと、正しい判断ができないのではと思う。

自分自身や相手のことを大切にする上で重要 自他尊重の学び 自愛と他愛の学習機会の整備（条件） 人権教育としての意義

19

性被害にあっている子達には、どのような性教育を実施するべき
なのか、または実施しない方がいいのかなとも考えます。実施す
ることで、被害にあったときのことを思い出してしまわないか、
傷つけてしまわないか等思います。

性被害にあっている子達／どのような性教育
を実施するべきなのか／実施しない方がいい
のか

性被害経験のある子どもへの影響の不安 性被害児童に対する実施の可否（背景） 性被害児童への性教育の要否

20

実施後、児童がどのように受け取っているか、その場での感想や
態度で理解するのは難しい。又、個人と職員との関係性がどれく
らいのものかによっても話す内容が変わると考える。

児童がどのように受け取っているか／感想や
態度で理解するのは難しい／個人と職員との
関係性がどれくらいのものかによっても話す
内容が変わる

児童の反応に対する不安／児童の理解度の不
確かさ／状況により変化する性教育内容

性教育実施への自信の欠如（原因）／確立さ
れた性教育の必要性（条件）

性教育に対する職員の不安感／体系化された
性教育の構築

21
障害児の方にも必要であるかという疑問。 障害児／必要であるかという疑問 障害や疾患のある子どもへの性に関する指

導・支援のあり方
障害のある児童に対する性教育の必要性の有
無（背景）

障害児に対する性教育の要否

22
今後の性への考えにどう影響していくのか追究しにくいが、年齢
が変わるごとに内容を変え、受けてもらえるとよいと考える。

性への考えにどう影響していくのか追究しに
くい／年齢が変わるごとに内容を変え

効果測定の難しさ／積み重ねの有効性 意識変容の把握の困難さ（比較）／持続的実
践の意義（次元）

効果の不明瞭さ／体系化された性教育の構築

23
小規模施設の場合は、単独よりも同種別又は他種別との合同で実
施する方が効果的ではないかと考える。

小規模施設／単独よりも同種別又は他種別と
の合同で実施する方が効果的

少ない職員数／複数の施設との共同実施の有
効性

小規模施設の限界（背景）／他施設との協働
の意義（次元）

一施設で取り組む困難さ／施設間の相互交流
の機会

24

幼少期から実施することが望ましいと思うが、中々実施できてい
ないと・・・。職員自身の考え方や経験で伝えてしまうことが多
いと感じるため、ガイドラインやプログラム手引き等があれば、
少しでもより良い伝え方が出来ると思う。

幼少期から実施することが望ましい／職員自
身の考え方や経験で伝えてしまうことが多い
／ガイドラインやプログラム手引き等があれ
ば

低年齢児童からの継続性の意義／職員個々の
価値観・経験則による教示／手探りでの実施

積み重ねの有益性（次元）／専門的な性教育
の欠如（原因）／施設としての方向性の欠如
（原因）

体系化された性教育の構築／施設内での検討
不足

25
性教育を実施する事の定義等を施設職員が共通認識を持って児童
に接する事が重要と感じています。

共通認識を持って児童に接する事が重要 施設としての支援方法の整理 職員間の共通理解の意義（条件） 職員間の意思統一

26
性教育のありかたとして、幼い頃からの積み重ねが必要だと思い
ます。対象児童は中～高校生が主ですが、ここまで成長してから
施設職員が一から性教育を行うのは難しい。

幼い頃からの積み重ねが必要／一から性教育
を行うのは難しい

幼少期からの継続性の意義／高年齢児童への
性教育の困難さ

積み重ねの有益性（次元） 体系化された性教育の構築

27
踏み込んだ話は職員と子どもの関係性にもよりますが抵抗があり
ます。

踏み込んだ話／抵抗 深い性教育内容への拒絶感 職員側の陰性感情（原因） 性教育に対する職員の抵抗感

28 施設の中で指針がないため効果が薄いのが現状である。 指針がないため効果が薄い 未方針による希薄な作用 施設としての方向性の欠如（原因） 施設内での検討不足
29 そもそも性教育にくわしい職員がいない。 性教育にくわしい職員がいない 性に関する専門職員の不在 未計画な専門家育成（原因） 性教育指導者の不在

表２　「性教育の実施に関して感じていること」のマトリクス

【ストーリー・ライン】
　性教育の実施に関しては、［施設内での検討不足］や［職員の研修体制の未構築］、［性教育指導者の不在］により、［不十分な取り組み］を感じている。その背景には［職員間の性に関する認識の差異］とともに、［性教育に対する職員の抵抗感］や
［性教育に対する職員の不安感］がある。また、［児童の性化行動への不安］や［効果の不明瞭さ］により、［性被害児童への性教育の要否］や［障害児に対する性教育の要否］に関する議論も生じている。このため、［職員の当事者意識の醸成］による
［職員間の意思統一］を図り、［児童との性に関するオープンな対話］や［保護者への丁寧な説明］といった［性教育を行うための環境整備］を進めていく必要がある。ただし、［社会的養護独自の性教育の検討］にあたり、［一施設で取り組む困難さ］が
あるため、［施設間の相互交流の機会］をもつことが重要である。くわえて、［体系化された性教育の有効性］や［人権教育としての意義］の観点から、［科学的な性知識の提供］のための［体系化された性教育の構築］が急がれる。

【理論記述】
・施設での性教育は、［施設内での検討不足］や［職員の研修体制の未構築］、［性教育指導者の不在］のため、［不十分な取り組み］である。
・不十分な取り組みの背景には、［職員間の性に関する認識の差異］や［性教育に対する職員の抵抗感］、［性教育に対する職員の不安感］がある。
・［児童の性化行動への不安］や［効果の不明瞭さ］により、［性被害児童への性教育の要否］や［障害児に対する性教育の要否］に関する議論がある。
・［職員の当事者意識の醸成］による［職員間の意思統一］を図り、［児童との性に関するオープンな対話］や［保護者への丁寧な説明］といった［性教育を行うための環境整備］が必要である。
・［社会的養護独自の性教育の検討］は、［一施設で取り組む困難さ］があるため、［施設間の相互交流の機会］をもつことが重要である。
・［体系化された性教育の有効性］や［人権教育としての意義］の観点から、［科学的な性知識の提供］のための［体系化された性教育の構築］が必要である。
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番号 テクスト ＜１＞テクスト中の注目すべき語句 ＜２＞テクスト中の語句の言いかえ ＜３＞左を説明するようなテクスト外の概念 ＜４＞テーマ・構成概念

1

性問題が起こったとき、性教育を受けた児童はその後、色々素直
に話せる。（支援者等に）性についての正しい知識を教えてもら
うことは、その児童の将来に良い影響を与えている面があると思
う。

素直に話せる／将来に良い影響 スムーズなやりとり／望ましい結果 学習による共通言語（結果）／児童へ与える
プラスの作用（影響）

性に関する共通概念の習得／児童にもたらす
正の効果

2

自分の身体の変化について知っていけたり、異性に対する距離感
も学んでいける。また病気や望まない妊娠も避けていける。自分
の身体を大切にしていける。

身体の変化について知っていけたり／異性に
対する距離感も学んでいける／病気や望まな
い妊娠も避けていける／身体を大切にしてい
ける

成長発達の理解／好意を寄せる人への境界線
の学び／性病や想定外の受胎の回避／自己の
尊重

自己理解の促進（変化）／他者とのバウンダ
リーに関する理解（結果）／性感染症予防や
避妊の理解（結果）／自己保存（変化）

性と生殖に関する健康と権利の学び

3
自分を大切にすることを学ぶ機会がもてることがポジティブな影
響を与えるのではと考えます。

自分を大切にすることを学ぶ機会／ポジティ
ブな影響

自己肯定感の育み／望ましい結果 自愛のきっかけ（影響）／児童へ与えるプラ
スの作用（影響）

自尊感情の涵養／児童にもたらす正の効果

4

生育歴によっては人との距離感や相手のことを考えることが難し
い場合もあります。発達段階に応じた内容をよく考えて行わない
とポジティブにもネガティブにもなってしまうと思います。実際
に精神的に不安定になってしまう子どももいました。

ポジティブにもネガティブにもなってしまう
／精神的に不安定になってしまう子ども

プラスとマイナス両面の影響の可能性 児童に与える両価的作用（影響） 児童にもたらす正と負の両価的効果

5
知識を得ることで、して良いこと、いけないことの判断ができる
ようになる。

知識を得る／して良いこと、いけないことの
判断ができる

性知識の獲得／状況に応じた判断力の獲得 性に関する学習機会（条件）／適切な行動化
（変化）

学習による適切な行動形成

6
知識を得ることで、してはいけないことをしてしまわないか心配
（避妊・中絶があるから大丈夫と思って性行為をしないか等）
（学校等で面白がって話さないか等）。

知識を得る／してはいけないことをしてしま
わないか心配

性知識の獲得／問題行動への危惧 性に関する学習機会（条件）／性化行動のリ
スク（影響）

学習による不適切な行動形成

7 人（自分や他人）の存在。命を大切にできる。 人（自分や他人）の存在／命を大切に 現存する人間／生命の尊さの理解 自他の認識（変化）／自愛と他愛（変化） 自尊感情の涵養／他尊感情の涵養
8 望まない妊娠や性病の予防ができる。 望まない妊娠や性病の予防 想定外の受胎や性感染症の回避 避妊・妊娠や性感染症予防の理解（結果） プレコンセプションケアの学び
9 周りの人に助けを求めることができる。 周りの人に助けを求めること 他者へのSOS発信 周囲への援助依頼（変化） 援助希求力の向上

10 自己肯定感を高める。 自己肯定感を高める 自己有用感の育み 自愛感情の向上（変化） 自尊感情の涵養

11
性に関する正しい知識を身につけられる反面、集団で取り組むと
悪ふざけ等につながったり、PTSD等への配慮が難しくなり、個
別で全員となると時間の確保が難しい。

正しい知識を身につけられる／集団で取り組
むと悪ふざけ／PTSD等への配慮が難しくな
り

性に関する学びの機会／性的な問題行動への
発展／性被害経験の想起のリスク

科学的な性知識の習得（結果）／児童集団に
もたらす悪影響（影響）／心的外傷体験に対
するトリガー（影響）

正確な性知識の習得／集団生活にもたらす性
的問題行動／性被害による心的外傷への侵襲

12
正しい知識を学習することにより、施設内または退所後の地域生
活内で、性的な問題の発生や性被害に遭う可能性を低減できる。

正しい知識を学習／性的な問題の発生や性被
害に遭う可能性を低減

性に関する学びの機会／性に関する問題への
対処スキルの習得

科学的な性知識の習得（結果）／性加害や性
被害のリスクの低下（変化）

正確な性知識の習得／性加害や性被害の危険
性回避

13
集団性教育では個別の対応が難しいため、児童の特性や能力に不
相応な学習となってしまうことがある。

集団性教育では個別の対応が難しい／児童の
特性や能力に不相応な学習

性教育対象者の規模と児童個々の理解とのず
れ

集団性教育による弊害（影響） 集団での性教育による誤学習の危険性

14
性被害体験のある児童には、トラウマに触れる可能性があるな
ど、侵襲的である。

トラウマに触れる可能性／侵襲的 性被害経験の想起のリスク 心的外傷体験に対するトリガー（影響） 性被害による心的外傷への侵襲

15
重度の障害を持たれた児童に性教育ということを考えたことがな
いので見当もつきません。

重度の障害を持たれた児童／性教育というこ
とを考えたことがない／見当もつきません

重度障害児／不必要な性教育／想像だにしな
い影響

重度障害児に対する性教育の未実施（背景）
／重度障害児への不明瞭な影響（背景）

重度障害児に対する性教育の未検討／重度障
害児に対する効果の不明瞭さ

16
自身の身体や心を大切にする考えが芽生えたり、育まれたりす
る。他者に対しての思いやりも育むことができる。自分の性、他
人の性について考えるきっかけとなる。

自身の身体や心を大切にする考えが芽生え／
他者に対しての思いやり／自分の性、他人の
性について考えるきっかけ

自己肯定感の育み／人への配慮／性について
学ぶ時間

自愛のきっかけ（変化）／他愛のきっかけ
（変化）／性に関する学習の機会（条件）

自尊感情の涵養／他尊感情の涵養／自他の性
に向き合う機会

17
ポルノなどで得た誤った性に対する情報を修正したり、正しい知
識を得られたりする。ポジティブな影響があると考える。

ポルノなどで得た誤った性に対する情報を修
正／正しい知識を得られたり／ポジティブな
影響

ネットからの性に関する不正確な学びに対す
る訂正／望ましい結果

誤学習に対する正確な性知識の提供（条件）
／児童へ与えるプラスの作用（影響）

アダルトサイトの影響による誤学習の修正／
児童にもたらす正の効果

18
性に対する正しい知識を得て、言葉としても正しく使用すること
ができると考える。正しい知識を習得することで自分自身やパー
トナーを大切にできるようになると考える。

性に対する正しい知識を得て／自分自身や
パートナーを大切にできる

性に関する学びの機会／自他の尊重 科学的な性知識の習得（結果）／自愛と他愛
（変化）

正確な性知識の習得／自尊感情の涵養／他尊
感情の涵養

19
興味を持ち、ネットで調べたりして、間違った情報を信じてしま
うのではないかと思う。

ネットで調べたりして、間違った情報を信じ
てしまう

ネット検索による誤った性知識の獲得 情報通信機器使用による不確実な情報の収集
（結果）

ウェブサイト上の誤った性情報による誤学習

20
性のこと以外で正しい情報の選択方法や人間関係を築く上で必要
なこと等を学べると思う。

正しい情報の選択方法／人間関係を築く上で
必要なこと等を学べる

適切な情報の入手方法の習得／対人スキルの
学び

正確な情報へのアクセス（条件）／関係構築
力の育み（結果）

ネットリテラシーの向上／対人関係形成力の
向上

21
正しい知識や自分の身体を大切にしてほしいということが伝わる
反面で、子どもによっては興味が高まり、気持ちのコントロール
が難しくなる可能性がある。

正しい知識／自分の身体を大切に／興味が高
まり、気持ちのコントロールが難しくなる可
能性

性に関する学びの機会／自己の尊重／興味関
心の広がり／自己コントロール不全

科学的な性知識の習得（結果）／自己保存
（変化）／性化行動のリスク（影響）

正確な性知識の習得／自尊感情の涵養／学習
による不適切な行動形成

22
自分が大切な存在として生まれてきたんだという安心感。（母親
だけでなく、とりあげてくれた周りの人たちも含め）

大切な存在として生まれてきたんだという安
心感

自己肯定感の育み 自愛のきっかけ（変化） 自尊感情の涵養

23 性への恐怖や嫌悪感、不信感。 恐怖／嫌悪感／不信感 感情への悪影響 児童へ与えるマイナスの感情（影響） 性に対する負の感情の感受

24
将来の養育能力の向上に資する。 将来の養育能力の向上 育児に関する学びの機会 健康管理・妊娠・出産・育児に関するイメー

ジの育み（結果）
プレコンセプションケアの学び

25
生きていく上で必要なことですが、ポジティブにもネガティブに
もなりうること。

ポジティブにもネガティブにもなりうる プラスとマイナス両面の影響の可能性 児童に与える両価的作用（影響） 児童にもたらす正と負の両価的効果

26
児童の特性を考えて、実施したとしてもどのような影響があるの
か未知数。

どのような影響があるのか未知数 予測のつかない状況 不確実な結果（影響） 児童にもたらす不明瞭な効果

27
自分・他者の身体や心を大切にしようとする気持ちが芽生えるの
ではないか。

自分・他者の身体や心を大切にしようとする
気持ち

自他の尊重 自愛と他愛（変化） 自尊感情の涵養／他尊感情の涵養

28
児童の中にも性に対して認識している事に差があり、性教育を実
施する事で、理解や把握が乏しかった児童に性への興味、刺激を
与えると考えます。

性に対して認識している事に差／性への興
味、刺激を与える

児童の発達段階に応じた学習の必要性／性に
関する関心・触発のきっかけ

発達段階に合わない性教育の影響（影響） 不十分な性教育による性意識の高まり

29
性について知識があまりない児童が多いため、しっかり教育する
ことで知識が身につき児童にとってもポジティブな影響が出ると
思う。

知識が身につき／ポジティブな影響 性に関する学びの機会／望ましい結果 科学的な性知識の習得（結果）／児童へ与え
るプラスの作用（影響）

正確な性知識の習得／児童にもたらす正の効
果

30
性虐待の経験がある児童にとっては、フラッシュバックを引き起
こす可能性がある。

フラッシュバックを引き起こす可能性 性被害経験の想起のリスク 心的外傷体験に対するトリガー（影響） 性被害による心的外傷への侵襲

31
短期入所施設なので、正しい性に関する知識を身につけるための
時間を確保するのが難しく、中途半端になってしまう。異性や性
行為への好奇心を持たせるだけになってしまわないか。

時間を確保するのが難しく、中途半端になっ
てしまう／異性や性行為への好奇心を持たせ
るだけ

時間不足による不完全な内容／性に関する興
味関心・触発のきっかけ

不十分な教育によるマイナスの作用（影響） 不十分な性教育による弊害

32
自分自身や他者を尊重すること、人権教育などは今後良好な人間
関係を築く上で大切になってくると思います。

自分自身や他者を尊重／良好な人間関係を築
く上で大切

自他の尊重／対人関係スキルの習得 自愛と他愛（変化）／関係構築に関する学習
（条件）

自尊感情の涵養／他尊感情の涵養／対人関係
形成力の向上

33 欲求コントロール力（自制心）をつけることができる。 欲求コントロール力（自制心）をつけること 性的欲求の把握と制御 自己統制力の育み（結果） 性の学びによる自己コントロール力の涵養

34
今まで以上に性的な言葉を口にしたり、女性職員に触れようとす
る行動が増えると思います。

性的な言葉／女性職員に触れようとする行動 性的問題行動のきっかけ 性化行動のリスク（影響） 学習による不適切な行動形成

表１  「性教育の実施による入所児童への影響」のマトリクス

【ストーリー・ライン】
　［児童にもたらす正の効果］としては、［正確な性知識の習得］や［性に関する共通概念の習得］とともに、［性の学びによる自己コントロール力の涵養］や［対人関係形成力の向上］、［援助希求力の向上］、［ネットリテラシーの向上］があげられ
る。これら正の効果により、［性加害や性被害の危険性回避］やインターネット上の［アダルトサイトの影響による誤学習の修正］といった［学習による適切な行動形成］へと結びついていく。また、［自他の性に向き合う機会］のなかで、［自尊感情の涵
養］および［他尊感情の涵養］が図られ、より高次の［プレコンセプションケアの学び］や［性と生殖に関する健康と権利の学び］へと発展していく。その一方で、正の効果のみならず、［児童にもたらす正と負の両価的効果］や［児童にもたらす不明瞭な
効果］もある。負の効果としては、［性被害による心的外傷への侵襲］や［性に対する負の感情の感受］、［集団での性教育による誤学習の危険性］が危惧される。くわえて、［不十分な性教育による弊害］として、［不十分な性教育による性意識の高ま
り］により［集団生活にもたらす性的問題行動］や［ウェブサイト上の誤った性情報による誤学習］といった［学習による不適切な行動形成］に結びつくこともある。なお、重度障害児に対する性教育に関しては、［重度障害児に対する効果の不明瞭さ］を
理由に、［重度障害児に対する性教育の未検討］の状況が続いている。
【理論記述】
・［児童にもたらす正の効果］は、［正確な性知識の習得］や［性に関する共通概念の習得］、［性の学びによる自己コントロール力の涵養］、［対人関係形成力の向上］、［援助希求力の向上］、［ネットリテラシーの向上］である。
・正の効果により、［性加害や性被害の危険性回避］やインターネット上の［アダルトサイトの影響による誤学習の修正］といった［学習による適切な行動形成］へと結びつく。
・［自他の性に向き合う機会］のなかで、［自尊感情の涵養］および［他尊感情の涵養］が図られ、より高次の［プレコンセプションケアの学び］や［性と生殖に関する健康と権利の学び］へと発展する。
・性教育には、正の効果のみならず［児童にもたらす正と負の両価的効果］や［児童にもたらす不明瞭な効果］がある。
・児童にもたらす負の効果は、［性被害による心的外傷への侵襲］や［性に対する負の感情の感受］、［集団での性教育による誤学習の危険性］である。
・［不十分な性教育による弊害］は、［不十分な性教育による性意識の高まり］により［集団生活にもたらす性的問題行動］や［ウェブサイト上の誤った性情報による誤学習］といった［学習による不適切な行動形成］である。
・重度障害児への性教育に関しては、［重度障害児に対する効果の不明瞭さ］により、［重度障害児に対する性教育の未検討］の状況にある。

8
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番号 テクスト ＜１＞テクスト中の注目すべき語句 ＜２＞テクスト中の語句の言いかえ ＜３＞左を説明するようなテクスト外の概念 ＜４＞テーマ・構成概念

1
遊びなのか、性問題になるのか、人によって捉え方が違ってくる
ところもあり、判断が難しく感じる。

人によって捉え方が違ってくるところ 職員個々の考え方 職員側の性に関する多様な認知（背景） 職員間の性に関する認識の差異

2

性教育を実施しても、すぐに問題が解決することはないと思う
が、支援者側も問題を身近に感じることができると思う。入所児
童の多くは、大人の性的な場面を目撃していることがあるので、
性教育は必要である。また「性」について、考えて伝えていく性
教育も効果があると思う。

支援者側も問題を身近に感じる／考えて伝え
ていく性教育も効果がある

職員側の問題意識の芽生え／十分な内容検討
による学習効力

問題の親近性（変化）／体系的な学習プログ
ラムのプラスの作用（結果）

職員の当事者意識の醸成／体系化された性教
育の有効性

3

各年齢に応じた性教育を相談し実施していますが、どこまでを伝
えるのか悩む時もあります。正しい知識を知ることで子どもが自
分や他人を大切にすることができるように成長してほしいと思い
ます。

各年齢に応じた性教育を相談し実施／どこま
でを伝えるのか悩む

児童個々の理解度と性教育内容とのバランス
の困難さ

発達段階に応じた性教育プログラムの必要性
（背景）

体系化された性教育の構築

4
性教育の重要性は認識しているが、準備から実施までの時間的な
余裕がなく、十分な内容となっていないと感じる。

重要性は認識／時間的な余裕がなく／十分な
内容となっていない

実施の必要性／時間不足／内容不足 不十分と認識しつつの実践（背景）／検討時
間の不足（背景）

不十分な取り組み

5

小学生に集団で性教育をしているが、この子ども達が幼児の頃か
ら始まったので、生活の中で「習ったやろ～」とか「人前で言っ
たらあかんのやで」等、他児に教えてあげる姿も見られ、一定の
効果があったと思います。

子ども達が幼児の頃から始まった／一定の効
果

幼少期からの継続的教育の意義 体系的な性教育のプラスの作用（結果） 体系化された性教育の有効性

6
今後は発達につまづきのある子どもにどうやったら理解できるの
か、職員も学んでいかなければと考えています。

発達につまづきのある子ども／職員も学んで
いかなければ

配慮が必要な児童への教育方法の習得 ケアニーズの高い児童に対する性教育の検討
（特性）

社会的養護独自の性教育の検討

7
他施設と性教育での交流をして、意見交換できたらと思います。
施設での取り組みや、問題が起こった時の対応など。

他施設と性教育での交流／意見交換 他機関との連携／情報収集 外部機関との実践と課題の共有（次元） 施設間の相互交流の機会

8

今まで性教育を行ってきて、子ども達もある程度の知識はあると
思うが、早期に妊娠のケースは生育歴や愛着、家庭環境が影響し
ている部分が多い。この部分に関するアプローチが大切だと感じ
る。

生育歴や愛着、家庭環境が影響／この部分に
関するアプローチが大切

多様な環境因／環境因への介入の重要性 社会的養護の特性に応じた支援（特性） 社会的養護独自の性教育の検討

9
性教育を繰り返し行っていく必要性は十分感じているが、施設職
員が行う性教育を子ども達がどのように捉えているか、過剰に反
応したり、イタズラに使用されることもあり、困難さを感じる。

性教育を繰り返し行っていく必要性／子ども
達がどのように捉えているか／困難さ

継続的教育の意義／児童の認識のあり方／児
童の反応への不安

性教育の積み重ねの有益性（次元）／性教育
実施への自信の欠如（原因）

体系化された性教育の構築／性教育に対する
職員の不安感

10
性教育で、何を、どの程度まで教えるかについて基準がないた
め、実施にあたり難しさを感じている。例えば、性交について保
健体育の授業等では扱っていないと思われるが、教えるべきか。

基準がないため、実施にあたり難しさ／性交
について保健体育の授業等では扱っていない

マニュアル未作成による実施の困難さ／踏み
込んだ性教育内容の検討

施設としての方向性の欠如（原因）／施設独
自の性教育の必要性（特性）

施設内での検討不足／社会的養護独自の性教
育の検討

11

職員間でも、個々の価値観によって意見が分かれるため、統一的
な見解が作れない。また、性教育で伝えるべき内容が多岐に及ん
でいるため、性教育を受ける側の児童も、実施側の職員にも負担
は大きい。

個々の価値観によって意見が分かれる／統一
的な見解が作れない／伝えるべき内容が多岐
／受ける側の児童も、実施側の職員にも負担

職員による考えの違い／職員間の共通認識の
困難さ／多様な内容／受講者と実施者の負担
感

支援者側の性に関する多様な認知（背景）／
支援者個々の多様な考え方（背景）／無計画
な実践（原因）

職員間の性に関する認識の差異／職員間の意
思統一／施設内での検討不足

12
性加害のある児童に個別性教育を実施した際、何をもって性教育
が完了したとみなすか、集団生活内では、再発のリスクが考え得
るため、判断に迷う。

何をもって性教育が完了したとみなすか／集
団生活／再発のリスク

終了の不明確さ／児童福祉施設／再燃のきっ
かけ

性教育プログラムの必要性（背景）／施設内
での性的問題行動の引き金（影響）

体系化された性教育の構築／児童の性化行動
への不安

13
踏み込んだ内容の性教育を実施する際は、事前に保護者の同意を
得ておくべきかといった懸念もある。

踏み込んだ内容の性教育／保護者の同意を得
ておくべきかといった懸念

入所児童にとっての必要な学習／家族への説
明の有無

必要度の高い教育内容（特性）／養育者の反
発のリスク（背景）

社会的養護独自の性教育の検討／保護者への
丁寧な説明

14
性教育を指導できる職員がいない。性教育プログラムがない。性
教育プログラムをたて、年間計画により継続的に実施することが
必要。

指導できる職員がいない／性教育プログラム
がない／継続的に実施することが必要

専門家の不足／無計画な実践／積み重ねの有
効性

指導者の不在（背景）／計画的・持続的な性
教育の必要性（背景）／持続的実践の意義
（次元）

性教育指導者の不在／体系化された性教育の
構築

15
自分自身が学生時代にセクシュアリティについて学んでいたとい
うことを児童に伝えることにより、性についての事柄が「恥ずか
しい」「秘め事」のようにしないようにしている。

「恥ずかしい」「秘め事」のようにしない 性についての自然なやりとり 性に関する自由な会話の機会（条件） 児童との性に関するオープンな対話

16

児童が困っていたり、気になることについて正しく、タイムリー
に伝えられるように自己研鑽に努めている。職員側も正しい性知
識を習得する必要がある。職員が性教育の研修を受け、専門的技
術を習得する必要がある。

正しく、タイムリーに伝えられるように／自
己研鑽／職員側も正しい性知識を習得する必
要／研修を受け、専門的技術を習得する必要

的確かつ適時的な教示／施設における学習機
会の少なさ／専門家の不足

正確な性知識の伝達（条件）／支援者側の知
識不足（背景）／性教育に関するリーダーの
不在（背景）

科学的な性知識の提供／職員の研修体制の未
構築／性教育指導者の不在

17
児童と生活を共にしているため、いざ性教育を行うとなると距離
が近く難しい。適切な時、場所、人を用意して実施した方が効果
的と感じる。

児童と生活を共にしている／距離が近く難し
い／適切な時、場所、人を用意して実施した
方が効果的

入所施設／家庭的雰囲気／性教育を行うため
の基盤作り

社会的養護関係施設（特性）／実施環境の整
備の意義（条件）

性教育を行うための環境整備

18
性教育を実施することは、自分自身や相手のことを大切にする上
で重要なことだと思います。間違った情報だけで大人になってし
まうと、正しい判断ができないのではと思う。

自分自身や相手のことを大切にする上で重要 自他尊重の学び 自愛と他愛の学習機会の整備（条件） 人権教育としての意義

19

性被害にあっている子達には、どのような性教育を実施するべき
なのか、または実施しない方がいいのかなとも考えます。実施す
ることで、被害にあったときのことを思い出してしまわないか、
傷つけてしまわないか等思います。

性被害にあっている子達／どのような性教育
を実施するべきなのか／実施しない方がいい
のか

性被害経験のある子どもへの影響の不安 性被害児童に対する実施の可否（背景） 性被害児童への性教育の要否

20

実施後、児童がどのように受け取っているか、その場での感想や
態度で理解するのは難しい。又、個人と職員との関係性がどれく
らいのものかによっても話す内容が変わると考える。

児童がどのように受け取っているか／感想や
態度で理解するのは難しい／個人と職員との
関係性がどれくらいのものかによっても話す
内容が変わる

児童の反応に対する不安／児童の理解度の不
確かさ／状況により変化する性教育内容

性教育実施への自信の欠如（原因）／確立さ
れた性教育の必要性（条件）

性教育に対する職員の不安感／体系化された
性教育の構築

21
障害児の方にも必要であるかという疑問。 障害児／必要であるかという疑問 障害や疾患のある子どもへの性に関する指

導・支援のあり方
障害のある児童に対する性教育の必要性の有
無（背景）

障害児に対する性教育の要否

22
今後の性への考えにどう影響していくのか追究しにくいが、年齢
が変わるごとに内容を変え、受けてもらえるとよいと考える。

性への考えにどう影響していくのか追究しに
くい／年齢が変わるごとに内容を変え

効果測定の難しさ／積み重ねの有効性 意識変容の把握の困難さ（比較）／持続的実
践の意義（次元）

効果の不明瞭さ／体系化された性教育の構築

23
小規模施設の場合は、単独よりも同種別又は他種別との合同で実
施する方が効果的ではないかと考える。

小規模施設／単独よりも同種別又は他種別と
の合同で実施する方が効果的

少ない職員数／複数の施設との共同実施の有
効性

小規模施設の限界（背景）／他施設との協働
の意義（次元）

一施設で取り組む困難さ／施設間の相互交流
の機会

24

幼少期から実施することが望ましいと思うが、中々実施できてい
ないと・・・。職員自身の考え方や経験で伝えてしまうことが多
いと感じるため、ガイドラインやプログラム手引き等があれば、
少しでもより良い伝え方が出来ると思う。

幼少期から実施することが望ましい／職員自
身の考え方や経験で伝えてしまうことが多い
／ガイドラインやプログラム手引き等があれ
ば

低年齢児童からの継続性の意義／職員個々の
価値観・経験則による教示／手探りでの実施

積み重ねの有益性（次元）／専門的な性教育
の欠如（原因）／施設としての方向性の欠如
（原因）

体系化された性教育の構築／施設内での検討
不足

25
性教育を実施する事の定義等を施設職員が共通認識を持って児童
に接する事が重要と感じています。

共通認識を持って児童に接する事が重要 施設としての支援方法の整理 職員間の共通理解の意義（条件） 職員間の意思統一

26
性教育のありかたとして、幼い頃からの積み重ねが必要だと思い
ます。対象児童は中～高校生が主ですが、ここまで成長してから
施設職員が一から性教育を行うのは難しい。

幼い頃からの積み重ねが必要／一から性教育
を行うのは難しい

幼少期からの継続性の意義／高年齢児童への
性教育の困難さ

積み重ねの有益性（次元） 体系化された性教育の構築

27
踏み込んだ話は職員と子どもの関係性にもよりますが抵抗があり
ます。

踏み込んだ話／抵抗 深い性教育内容への拒絶感 職員側の陰性感情（原因） 性教育に対する職員の抵抗感

28 施設の中で指針がないため効果が薄いのが現状である。 指針がないため効果が薄い 未方針による希薄な作用 施設としての方向性の欠如（原因） 施設内での検討不足
29 そもそも性教育にくわしい職員がいない。 性教育にくわしい職員がいない 性に関する専門職員の不在 未計画な専門家育成（原因） 性教育指導者の不在

表２　「性教育の実施に関して感じていること」のマトリクス

【ストーリー・ライン】
　性教育の実施に関しては、［施設内での検討不足］や［職員の研修体制の未構築］、［性教育指導者の不在］により、［不十分な取り組み］を感じている。その背景には［職員間の性に関する認識の差異］とともに、［性教育に対する職員の抵抗感］や
［性教育に対する職員の不安感］がある。また、［児童の性化行動への不安］や［効果の不明瞭さ］により、［性被害児童への性教育の要否］や［障害児に対する性教育の要否］に関する議論も生じている。このため、［職員の当事者意識の醸成］による
［職員間の意思統一］を図り、［児童との性に関するオープンな対話］や［保護者への丁寧な説明］といった［性教育を行うための環境整備］を進めていく必要がある。ただし、［社会的養護独自の性教育の検討］にあたり、［一施設で取り組む困難さ］が
あるため、［施設間の相互交流の機会］をもつことが重要である。くわえて、［体系化された性教育の有効性］や［人権教育としての意義］の観点から、［科学的な性知識の提供］のための［体系化された性教育の構築］が急がれる。

【理論記述】
・施設での性教育は、［施設内での検討不足］や［職員の研修体制の未構築］、［性教育指導者の不在］のため、［不十分な取り組み］である。
・不十分な取り組みの背景には、［職員間の性に関する認識の差異］や［性教育に対する職員の抵抗感］、［性教育に対する職員の不安感］がある。
・［児童の性化行動への不安］や［効果の不明瞭さ］により、［性被害児童への性教育の要否］や［障害児に対する性教育の要否］に関する議論がある。
・［職員の当事者意識の醸成］による［職員間の意思統一］を図り、［児童との性に関するオープンな対話］や［保護者への丁寧な説明］といった［性教育を行うための環境整備］が必要である。
・［社会的養護独自の性教育の検討］は、［一施設で取り組む困難さ］があるため、［施設間の相互交流の機会］をもつことが重要である。
・［体系化された性教育の有効性］や［人権教育としての意義］の観点から、［科学的な性知識の提供］のための［体系化された性教育の構築］が必要である。
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番号 テクスト ＜１＞テクスト中の注目すべき語句 ＜２＞テクスト中の語句の言いかえ ＜３＞左を説明するようなテクスト外の概念 ＜４＞テーマ・構成概念

1

性問題が起こったとき、性教育を受けた児童はその後、色々素直
に話せる。（支援者等に）性についての正しい知識を教えてもら
うことは、その児童の将来に良い影響を与えている面があると思
う。

素直に話せる／将来に良い影響 スムーズなやりとり／望ましい結果 学習による共通言語（結果）／児童へ与える
プラスの作用（影響）

性に関する共通概念の習得／児童にもたらす
正の効果

2

自分の身体の変化について知っていけたり、異性に対する距離感
も学んでいける。また病気や望まない妊娠も避けていける。自分
の身体を大切にしていける。

身体の変化について知っていけたり／異性に
対する距離感も学んでいける／病気や望まな
い妊娠も避けていける／身体を大切にしてい
ける

成長発達の理解／好意を寄せる人への境界線
の学び／性病や想定外の受胎の回避／自己の
尊重

自己理解の促進（変化）／他者とのバウンダ
リーに関する理解（結果）／性感染症予防や
避妊の理解（結果）／自己保存（変化）

性と生殖に関する健康と権利の学び

3
自分を大切にすることを学ぶ機会がもてることがポジティブな影
響を与えるのではと考えます。

自分を大切にすることを学ぶ機会／ポジティ
ブな影響

自己肯定感の育み／望ましい結果 自愛のきっかけ（影響）／児童へ与えるプラ
スの作用（影響）

自尊感情の涵養／児童にもたらす正の効果

4

生育歴によっては人との距離感や相手のことを考えることが難し
い場合もあります。発達段階に応じた内容をよく考えて行わない
とポジティブにもネガティブにもなってしまうと思います。実際
に精神的に不安定になってしまう子どももいました。

ポジティブにもネガティブにもなってしまう
／精神的に不安定になってしまう子ども

プラスとマイナス両面の影響の可能性 児童に与える両価的作用（影響） 児童にもたらす正と負の両価的効果

5
知識を得ることで、して良いこと、いけないことの判断ができる
ようになる。

知識を得る／して良いこと、いけないことの
判断ができる

性知識の獲得／状況に応じた判断力の獲得 性に関する学習機会（条件）／適切な行動化
（変化）

学習による適切な行動形成

6
知識を得ることで、してはいけないことをしてしまわないか心配
（避妊・中絶があるから大丈夫と思って性行為をしないか等）
（学校等で面白がって話さないか等）。

知識を得る／してはいけないことをしてしま
わないか心配

性知識の獲得／問題行動への危惧 性に関する学習機会（条件）／性化行動のリ
スク（影響）

学習による不適切な行動形成

7 人（自分や他人）の存在。命を大切にできる。 人（自分や他人）の存在／命を大切に 現存する人間／生命の尊さの理解 自他の認識（変化）／自愛と他愛（変化） 自尊感情の涵養／他尊感情の涵養
8 望まない妊娠や性病の予防ができる。 望まない妊娠や性病の予防 想定外の受胎や性感染症の回避 避妊・妊娠や性感染症予防の理解（結果） プレコンセプションケアの学び
9 周りの人に助けを求めることができる。 周りの人に助けを求めること 他者へのSOS発信 周囲への援助依頼（変化） 援助希求力の向上

10 自己肯定感を高める。 自己肯定感を高める 自己有用感の育み 自愛感情の向上（変化） 自尊感情の涵養

11
性に関する正しい知識を身につけられる反面、集団で取り組むと
悪ふざけ等につながったり、PTSD等への配慮が難しくなり、個
別で全員となると時間の確保が難しい。

正しい知識を身につけられる／集団で取り組
むと悪ふざけ／PTSD等への配慮が難しくな
り

性に関する学びの機会／性的な問題行動への
発展／性被害経験の想起のリスク

科学的な性知識の習得（結果）／児童集団に
もたらす悪影響（影響）／心的外傷体験に対
するトリガー（影響）

正確な性知識の習得／集団生活にもたらす性
的問題行動／性被害による心的外傷への侵襲

12
正しい知識を学習することにより、施設内または退所後の地域生
活内で、性的な問題の発生や性被害に遭う可能性を低減できる。

正しい知識を学習／性的な問題の発生や性被
害に遭う可能性を低減

性に関する学びの機会／性に関する問題への
対処スキルの習得

科学的な性知識の習得（結果）／性加害や性
被害のリスクの低下（変化）

正確な性知識の習得／性加害や性被害の危険
性回避

13
集団性教育では個別の対応が難しいため、児童の特性や能力に不
相応な学習となってしまうことがある。

集団性教育では個別の対応が難しい／児童の
特性や能力に不相応な学習

性教育対象者の規模と児童個々の理解とのず
れ

集団性教育による弊害（影響） 集団での性教育による誤学習の危険性

14
性被害体験のある児童には、トラウマに触れる可能性があるな
ど、侵襲的である。

トラウマに触れる可能性／侵襲的 性被害経験の想起のリスク 心的外傷体験に対するトリガー（影響） 性被害による心的外傷への侵襲

15
重度の障害を持たれた児童に性教育ということを考えたことがな
いので見当もつきません。

重度の障害を持たれた児童／性教育というこ
とを考えたことがない／見当もつきません

重度障害児／不必要な性教育／想像だにしな
い影響

重度障害児に対する性教育の未実施（背景）
／重度障害児への不明瞭な影響（背景）

重度障害児に対する性教育の未検討／重度障
害児に対する効果の不明瞭さ

16
自身の身体や心を大切にする考えが芽生えたり、育まれたりす
る。他者に対しての思いやりも育むことができる。自分の性、他
人の性について考えるきっかけとなる。

自身の身体や心を大切にする考えが芽生え／
他者に対しての思いやり／自分の性、他人の
性について考えるきっかけ

自己肯定感の育み／人への配慮／性について
学ぶ時間

自愛のきっかけ（変化）／他愛のきっかけ
（変化）／性に関する学習の機会（条件）

自尊感情の涵養／他尊感情の涵養／自他の性
に向き合う機会

17
ポルノなどで得た誤った性に対する情報を修正したり、正しい知
識を得られたりする。ポジティブな影響があると考える。

ポルノなどで得た誤った性に対する情報を修
正／正しい知識を得られたり／ポジティブな
影響

ネットからの性に関する不正確な学びに対す
る訂正／望ましい結果

誤学習に対する正確な性知識の提供（条件）
／児童へ与えるプラスの作用（影響）

アダルトサイトの影響による誤学習の修正／
児童にもたらす正の効果

18
性に対する正しい知識を得て、言葉としても正しく使用すること
ができると考える。正しい知識を習得することで自分自身やパー
トナーを大切にできるようになると考える。

性に対する正しい知識を得て／自分自身や
パートナーを大切にできる

性に関する学びの機会／自他の尊重 科学的な性知識の習得（結果）／自愛と他愛
（変化）

正確な性知識の習得／自尊感情の涵養／他尊
感情の涵養

19
興味を持ち、ネットで調べたりして、間違った情報を信じてしま
うのではないかと思う。

ネットで調べたりして、間違った情報を信じ
てしまう

ネット検索による誤った性知識の獲得 情報通信機器使用による不確実な情報の収集
（結果）

ウェブサイト上の誤った性情報による誤学習

20
性のこと以外で正しい情報の選択方法や人間関係を築く上で必要
なこと等を学べると思う。

正しい情報の選択方法／人間関係を築く上で
必要なこと等を学べる

適切な情報の入手方法の習得／対人スキルの
学び

正確な情報へのアクセス（条件）／関係構築
力の育み（結果）

ネットリテラシーの向上／対人関係形成力の
向上

21
正しい知識や自分の身体を大切にしてほしいということが伝わる
反面で、子どもによっては興味が高まり、気持ちのコントロール
が難しくなる可能性がある。

正しい知識／自分の身体を大切に／興味が高
まり、気持ちのコントロールが難しくなる可
能性

性に関する学びの機会／自己の尊重／興味関
心の広がり／自己コントロール不全

科学的な性知識の習得（結果）／自己保存
（変化）／性化行動のリスク（影響）

正確な性知識の習得／自尊感情の涵養／学習
による不適切な行動形成

22
自分が大切な存在として生まれてきたんだという安心感。（母親
だけでなく、とりあげてくれた周りの人たちも含め）

大切な存在として生まれてきたんだという安
心感

自己肯定感の育み 自愛のきっかけ（変化） 自尊感情の涵養

23 性への恐怖や嫌悪感、不信感。 恐怖／嫌悪感／不信感 感情への悪影響 児童へ与えるマイナスの感情（影響） 性に対する負の感情の感受

24
将来の養育能力の向上に資する。 将来の養育能力の向上 育児に関する学びの機会 健康管理・妊娠・出産・育児に関するイメー

ジの育み（結果）
プレコンセプションケアの学び

25
生きていく上で必要なことですが、ポジティブにもネガティブに
もなりうること。

ポジティブにもネガティブにもなりうる プラスとマイナス両面の影響の可能性 児童に与える両価的作用（影響） 児童にもたらす正と負の両価的効果

26
児童の特性を考えて、実施したとしてもどのような影響があるの
か未知数。

どのような影響があるのか未知数 予測のつかない状況 不確実な結果（影響） 児童にもたらす不明瞭な効果

27
自分・他者の身体や心を大切にしようとする気持ちが芽生えるの
ではないか。

自分・他者の身体や心を大切にしようとする
気持ち

自他の尊重 自愛と他愛（変化） 自尊感情の涵養／他尊感情の涵養

28
児童の中にも性に対して認識している事に差があり、性教育を実
施する事で、理解や把握が乏しかった児童に性への興味、刺激を
与えると考えます。

性に対して認識している事に差／性への興
味、刺激を与える

児童の発達段階に応じた学習の必要性／性に
関する関心・触発のきっかけ

発達段階に合わない性教育の影響（影響） 不十分な性教育による性意識の高まり

29
性について知識があまりない児童が多いため、しっかり教育する
ことで知識が身につき児童にとってもポジティブな影響が出ると
思う。

知識が身につき／ポジティブな影響 性に関する学びの機会／望ましい結果 科学的な性知識の習得（結果）／児童へ与え
るプラスの作用（影響）

正確な性知識の習得／児童にもたらす正の効
果

30
性虐待の経験がある児童にとっては、フラッシュバックを引き起
こす可能性がある。

フラッシュバックを引き起こす可能性 性被害経験の想起のリスク 心的外傷体験に対するトリガー（影響） 性被害による心的外傷への侵襲

31
短期入所施設なので、正しい性に関する知識を身につけるための
時間を確保するのが難しく、中途半端になってしまう。異性や性
行為への好奇心を持たせるだけになってしまわないか。

時間を確保するのが難しく、中途半端になっ
てしまう／異性や性行為への好奇心を持たせ
るだけ

時間不足による不完全な内容／性に関する興
味関心・触発のきっかけ

不十分な教育によるマイナスの作用（影響） 不十分な性教育による弊害

32
自分自身や他者を尊重すること、人権教育などは今後良好な人間
関係を築く上で大切になってくると思います。

自分自身や他者を尊重／良好な人間関係を築
く上で大切

自他の尊重／対人関係スキルの習得 自愛と他愛（変化）／関係構築に関する学習
（条件）

自尊感情の涵養／他尊感情の涵養／対人関係
形成力の向上

33 欲求コントロール力（自制心）をつけることができる。 欲求コントロール力（自制心）をつけること 性的欲求の把握と制御 自己統制力の育み（結果） 性の学びによる自己コントロール力の涵養

34
今まで以上に性的な言葉を口にしたり、女性職員に触れようとす
る行動が増えると思います。

性的な言葉／女性職員に触れようとする行動 性的問題行動のきっかけ 性化行動のリスク（影響） 学習による不適切な行動形成

表１  「性教育の実施による入所児童への影響」のマトリクス

【ストーリー・ライン】
　［児童にもたらす正の効果］としては、［正確な性知識の習得］や［性に関する共通概念の習得］とともに、［性の学びによる自己コントロール力の涵養］や［対人関係形成力の向上］、［援助希求力の向上］、［ネットリテラシーの向上］があげられ
る。これら正の効果により、［性加害や性被害の危険性回避］やインターネット上の［アダルトサイトの影響による誤学習の修正］といった［学習による適切な行動形成］へと結びついていく。また、［自他の性に向き合う機会］のなかで、［自尊感情の涵
養］および［他尊感情の涵養］が図られ、より高次の［プレコンセプションケアの学び］や［性と生殖に関する健康と権利の学び］へと発展していく。その一方で、正の効果のみならず、［児童にもたらす正と負の両価的効果］や［児童にもたらす不明瞭な
効果］もある。負の効果としては、［性被害による心的外傷への侵襲］や［性に対する負の感情の感受］、［集団での性教育による誤学習の危険性］が危惧される。くわえて、［不十分な性教育による弊害］として、［不十分な性教育による性意識の高ま
り］により［集団生活にもたらす性的問題行動］や［ウェブサイト上の誤った性情報による誤学習］といった［学習による不適切な行動形成］に結びつくこともある。なお、重度障害児に対する性教育に関しては、［重度障害児に対する効果の不明瞭さ］を
理由に、［重度障害児に対する性教育の未検討］の状況が続いている。
【理論記述】
・［児童にもたらす正の効果］は、［正確な性知識の習得］や［性に関する共通概念の習得］、［性の学びによる自己コントロール力の涵養］、［対人関係形成力の向上］、［援助希求力の向上］、［ネットリテラシーの向上］である。
・正の効果により、［性加害や性被害の危険性回避］やインターネット上の［アダルトサイトの影響による誤学習の修正］といった［学習による適切な行動形成］へと結びつく。
・［自他の性に向き合う機会］のなかで、［自尊感情の涵養］および［他尊感情の涵養］が図られ、より高次の［プレコンセプションケアの学び］や［性と生殖に関する健康と権利の学び］へと発展する。
・性教育には、正の効果のみならず［児童にもたらす正と負の両価的効果］や［児童にもたらす不明瞭な効果］がある。
・児童にもたらす負の効果は、［性被害による心的外傷への侵襲］や［性に対する負の感情の感受］、［集団での性教育による誤学習の危険性］である。
・［不十分な性教育による弊害］は、［不十分な性教育による性意識の高まり］により［集団生活にもたらす性的問題行動］や［ウェブサイト上の誤った性情報による誤学習］といった［学習による不適切な行動形成］である。
・重度障害児への性教育に関しては、［重度障害児に対する効果の不明瞭さ］により、［重度障害児に対する性教育の未検討］の状況にある。
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学習者の問いで学び合う単元構成についての一考察  
A Consideration on Unit Structure for Learning Together Through 

Student’s Questions 
 

北村凌（和歌山市立伏虎義務教育学校）※１ 
※１ 和歌山市立伏虎義務教育学校 わかやま子ども学総合研究センター特別研究会員  

 

本稿の目的は、読むことの指導において、学習者がつくる問いで学び合う学習が、学習

者の主体性を大切にしたうえで学びがいのある学習となるためにどのような手立てを取

り入れることが望ましいのかについて明らかにすることである。筆者の二つの実践をも

とに、➀問いをつくる段階➁問いを選ぶ段階➂問いを振り返る段階に取り入れた手立て

によって学習者の学びがねらいに適したものになることを実証し、単元に取り入れるべ

き手立てについて提案した。 

キーワード：国語科、読むこと、見方・考え方、見通し、問いづくり  

 

1 「問いづくり」の授業に対する問題意識 

中央教育審議会(2021）による『「令和の日本型学校教育」
の構築を目指して ～すべての子どもたちの可能性を引き
出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（答申）』
において、「全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適
な学びと、協働的な学びの実現」の重要性が提言された。 
以降、個別最適な学びと協働的な学びの実現を目指し、
様々な実践が行われている。特に、個別最適な学びの実現
を目指し、自由進度学習や自己調整学習といった、学習者
を主語にした学習スタイルを取り入れた実践が増えている。 
今回はその中でも、学習者に「問い」をつくらせる学習
について取り上げる。それは、授業者からの発問に取り組
むだけでは、生涯にわたって学び続ける力を育成すること
ができないからである。いつまでも他者が問いかけてくれ
るわけではない。他者に問われてから学び始めるのではな
く、自ら問いをつくることができる、すなわち、課題を発
見する力があってこそ学び続ける力があると言えるからで
ある。 
学習者に問いをつくらせる実践はこれまでにも「質問づ
くり（QFT）」を取り入れた実践（椿山 2023）や問いづ
くりそのものを言語活動に組み込んだ「問い日記」の実践

（白坂 2023）などがあり、これらの実践において、問い
をつくらせることが学習者の主体性を引き出し、個別最適
な学びの実現に有効であったことが報告されている。 
しかし、実際に問いづくりの実践に取り組むことを考え
ると、稿者には次のような問題意識があった。 

 
➀本文の内容理解が不十分であれば、疑問程度にすぎな
い問いが多くなってしまうのではないか。 
➁問いをつくらせるための観点を示しておらず、一部の
学習者頼みの問いづくりになっているのではないか。 
➂クラスやグループで考えたい問いを決めると、一人ひ
とりが考えたい問いに取り組めなくなるのではないか。 

 
これまでの問いづくりの実践では、本文の内容把握があ
まりできていない単元の早い段階で問いづくりが行われ、
また、問いのつくり方に手立ても示されていない状態で問
いづくりが行われており、単元のねらいに適した問いをつ
くることのできる学習者が一部にとどまってしまっている
のではないか。さらに、そのような状態で一部の学習者が
つくった問いをもとにグループもしくはクラスで考えたい
問いを選び出してしまうと、一人ひとりが考えたいと思う
問いに取り組めている状況にはなっていないという課題が
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番号 テクスト ＜１＞テクスト中の注目すべき語句 ＜２＞テクスト中の語句の言いかえ ＜３＞左を説明するようなテクスト外の概念 ＜４＞テーマ・構成概念

1
同じ建物内に男性部屋、女性部屋がある所は、職員がすべてを把
握し、防ぐことは難しいため、定期的に性問題について話し、自
身で考えて行動できるような支援が必要だと思います。

定期的に性問題について話し 年間計画の策定と学習時間の確保 継続的な性教育の機会（次元） 継続的・体系的な性教育の構築

2
重度心身障害児施設であり、今まで性教育については全く触れて
は来ていませんでしたので、今後は検討事項であるのかなと考え
ています。

重度心身障害児施設／全く触れては来ていま
せん／今後は検討事項

重症心身障害児／性教育の未検討／性教育の
検討

重度障害児への性教育のあり方の未検討（背
景）／重度障害児への性教育の検討の必要性
（変化）

重度障害児に対する性教育の未検討

3
性行動があった時に同意があった時、なかった時と違うケアも必
要になってきますが、研修を受けた人が対応するなど、共通した
対応が大切だと感じます。

研修を受けた人が対応／共通した対応 専門研修受講者による教育／支援方法の共有
化

職員の研修参加（条件）／職員間の統一した
指導（条件）

施設全体での取り組み

4
難しいと感じることが多々あり、外部に頼っていることが多いの
で、施設内でも実施者を育成していくことが必要だと思う。

施設内でも実施者を育成 施設職員のスキルアップ 性教育を実施できる人材の養成（条件） 性教育指導者の育成

5
当施設において今後、性教育を行う場面があると考えた時、どの
様な内容の性教育を実施しても、実施後のケアや見守りが必要か
と考えます。

実施後のケアや見守りが必要 性教育がもたらす影響の把握と対応 性教育実施後の効果測定（影響） 性教育実施後の評価

6
施設の子どもは自己肯定感の低い子が多く、性教育を幼児期から
繰り返し伝えることで、正しい知識を知り、そして自分を大切に
することを学び、それが自己肯定感を育てると感じます。

幼児期から繰り返し伝えること 低年齢児童からの計画的な学習 性教育の継続性（次元） 継続的・体系的な性教育の構築

7

今までは性教育委員会にリーダーが多かったのですが、若い職員
にも入ってもらい、子ども達の意見も入れ、職員の勉強の意味も
含めてメンバーを変えていけたらと思います。まだまだ勉強不足
なところが多く、ずっと固定のメンバーも少ないので課題はたく
さんあります。初期メンバーの作ってくれた資料をもとにして、
分かりやすいパネルなど作っていけたらと考えています。

性教育委員会にリーダーが多かった／若い職
員にも入ってもらい／職員の勉強の意味も含
めてメンバーを変えていけたら／子ども達の
意見も入れ

ベテラン中心の運営／若手職員の関わり／施
設全体での学習／学ぶ側からの要望の聴取

旧態依然（背景）／新発想（変化）／性教育
委員会の先導性（変化）／児童の意見表明の
機会（条件）

異年齢構成による性教育委員会の活性化／児
童の意見やニーズの把握

8

社会的養護の児童の特性を踏まえたより効果的な資料があり、そ
れを基に職員研修等を行い、職員自身正しい知識を身につけた上
で実施できれば、少しでも効果が見込まれるのではないかと感じ
る。

社会的養護の児童の特性を踏まえたより効果
的な資料／職員研修等／職員自身正しい知識
を身につけた上で実施

多様な児童に応じたプログラム／支援者側の
学びの機会／専門的な知識・技術の獲得

施設独自の性教育（特性）／施設職員として
の科学的性知識の習得（条件）

社会的養護の特性に応じた性教育／職員の正
確な性知識の習得

9

性被害、性加害の経験がある児童も多いことから、集団での学習
の機会とともに、それぞれの経験に合わせた個別での性教育を
行っていくことも必要である。また知識として伝えるだけで終わ
るのではなく、普段の寮指導の中でも自分や相手を大切にすると
いうことや児童自身のこれからの生活をどのようにしていくかな
ど行動に落とし込むような取り組みが必要だと考える。施設の中
で境界線をいかに教えていくか。

集団での学習の機会／それぞれの経験に合わ
せた個別での性教育／行動に落とし込むよう
な取り組み／施設の中で境界線をいかに教え
ていくか

集団での性教育と個別での性教育の意義／言
動への関連づけ／他者との適切な距離感の教
示

児童の状況に応じた教育方法の選択（特性）
／学習による定着化（変化）／集団生活にお
ける境界線の教育方法（特性）

児童の特性に配慮した実施方法の検討／日常
生活への汎化／児童へのバウンダリー教育

10

私の勤めている施設では、性教育に該当する児童が入所していな
いと考える方もいると思われるが、定期的に年齢に応じた性教育
は必要かと思われる。今まで育ってきた環境を考えると実施すべ
き。

定期的に年齢に応じた性教育は必要／育って
きた環境を考えると実施すべき

継続的な学習機会／多様な背景のある児童に
対する性教育

性教育の継続性（次元）／施設独自の性教育
（特性）

継続的・体系的な性教育の構築／社会的養護
の特性に応じた性教育

11
各児童により年齢、知識、生育歴が異なるため、集団だけでなく
個別のプログラムも必要。

各児童により年齢、知識、生育歴が異なる／
集団だけでなく個別のプログラムも必要

多様な背景のある児童／集団での性教育と個
別での性教育の意義

児童の状況に応じた性教育方法の選択（特
性）

児童の特性に配慮した実施方法の検討

12 幼少期からの性教育が必要。 幼少期からの性教育 低年齢児童からの計画的な学習 性教育の継続性（次元） 継続的・体系的な性教育の構築

13
当施設に入所している方の知的能力が重度であり、これまで性教
育の必要性を感じていませんでした（極少数の方には臨床心理士
に支援をお願い）。

知的能力が重度／必要性を感じていませんで
した

重度知的障害児／不必要な性教育 重度障害児に対する性教育のあり方の未検討
（背景）

重度障害児に対する性教育の未検討

14
性加害、性被害児、誤った知識をもつ影響も多いため、積極的な
実施が必要。全ての児童に性教育が必要。

積極的な実施が必要／全ての児童に性教育が
必要

主体的な取り組み／性教育を受けていない児
童の存在

社会的養護関係施設としての推進の必要性
（背景）／全入所児童に対する性教育の意義
（条件）

社会的養護を担う施設としての責務／誰一人
取り残さない性教育

15 学校での性教育の充実。 学校での性教育の充実 教育現場による学習機会の拡充 学校教育への期待（次元） 学校との連携・協働

16
性教育を通して、性のことだけでなく、人権のこと、または適切
な判断、行動を身につけられるようにしていきたいと思います。

性のことだけでなく、人権のこと／適切な判
断、行動／身につけられるように

多様な教育内容 体系化された性教育（条件） 継続的・体系的な性教育の構築

17
医療関係者、またはDV関係者からの性教育など、各分野からの講
師による性教育を受けられれば良いと考える。（入所者、職員共
に）

各分野からの講師による性教育／入所者、職
員共に

多様な専門職種からの教示／入所児童と施設
職員の学びの確保

外部専門職員への協力要請（次元）／関係者
全員の学習機会（特性）

施設外専門機関・専門職員との連携・協働／
施設全体での学び

18 先進事例をもっと知りたい。 先進事例／もっと知りたい モデルとなる施設からの学習 先進施設のモデル化（次元） 性教育先進施設からの学び

19
ある程度の指針が必要（職員によって考え方がバラバラであるた
め）。

指針が必要／職員によって考え方がバラバラ 施設全体での検討の必要性 施設としての方向性の共有（条件） 施設全体で取り組むための性教育指針の策定

20
集団と個別の両面から性教育を実施することが望ましいと感じて
います。また、専門家からの指導があればより良いと思います。

集団と個別の両面から性教育を実施／専門家
からの指導

集団での性教育と個別での性教育の意義／多
様な専門職種からの教示

児童の状況に応じた性教育方法の選択（特
性）／外部専門職員への協力要請（次元）

児童の特性に配慮した実施方法の検討／施設
外専門機関・専門職員との連携・協働

【ストーリー・ライン】
　［社会的養護の特性に応じた性教育］の実施は、［社会的養護を担う施設としての責務］であり、［誰一人取り残さない性教育］の実現に向けて［施設外専門機関・専門職員との連携・協働］や［学校との連携・協働］を強化し、［施設全体での取り組
み］を促進していくことが重要となる。そのためにも、［施設全体での学び］や［性教育先進施設からの学び］のなかで、［職員の正確な性知識の習得］や［性教育指導者の育成］、［異年齢構成による性教育委員会の活性化］を図り、［施設全体で取り組
むための性教育指針の策定］および［児童へのバウンダリー教育］を含めた［継続的・体系的な性教育の構築］が必要不可欠である。あわせて、［日常生活への汎化］状況などの［性教育実施後の評価］および［児童の意見やニーズの把握］を進め、［重度
障害児に対する性教育の未検討］の課題とともに［児童の特性に配慮した実施方法の検討］を行っていく必要がある。

【理論記述】
・［社会的養護の特性に応じた性教育］の実施は、［社会的養護を担う施設としての責務］である。
・［誰一人取り残さない性教育］の実現に向けて、［施設外専門機関・専門職員との連携・協働］や［学校との連携・協働］を強化し、［施設全体での取り組み］を促進していく。
・［施設全体での学び］や［性教育先進施設からの学び］のなかで、［職員の正確な性知識の習得］や［性教育指導者の育成］、［異年齢構成による性教育委員会の活性化］が必要である。
・［施設全体で取り組むための性教育指針の策定］および［児童へのバウンダリー教育］を含めた［継続的・体系的な性教育の構築］が必要である。
・［日常生活への汎化］状況などの［性教育実施後の評価］および［児童の意見やニーズの把握］を進め、［児童の特性に配慮した実施方法の検討］を行っていく。
・［重度障害児に対する性教育の未検討］の課題は、解決する必要がある。

表３　「施設における性教育のあり方」のマトリクス
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